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第１章   計画の策定にあたって 

 
１ 計画策定の趣旨 

 
 滑川市では、平成 14年３月に障害者基本法に基づく「障害者計画」として「滑川市障害者福

祉計画」を策定し、障がい者福祉施策を進めてきました。 

平成 25 年３月の「第２次滑川市障害者福祉計画」の策定以降、障がい者を取り巻く課題や社

会環境、当事者のニーズなどを踏まえた法改正が相次いで行われ、それに伴う新たな施策が展開

されるなか、平成 30 年４月には、障がい者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生

活」と「就労」に対する支援の一層の充実を図る改正「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援法）」と、障がい児支援のニーズの多様化にあわせ、障

がい児への支援の提供体制の計画的な構築を推進するための「障害児福祉計画」の策定を義務づ

ける改正「児童福祉法」が施行され、本市においても障がい福祉施策を総合的に推進するための

指針として、平成 30 年３月に「第３次滑川市障害者福祉計画」を策定しています。 

今回、第３次計画の中で位置づけしている、障害福祉サービスなどの提供に係る見込量やサー

ビス提供を確保するための方策を定める「第５期障害福祉計画」及び「第１期障害児福祉計画」

の期間が終了することから、国の基本指針等に基づき、新たに「第６期障害福祉計画」及び「第

２期障害児福祉計画」を策定するとともに、年々多様化する障がい福祉ニーズを今一度的確に把

握することを目的に今年度実施した「市民アンケート調査」の結果を踏まえ、第３次計画の一部

を見直し、新たに令和５年度までの計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 
 障がい者の自立と社会参加への意欲の高まりや障がい者施策に関する法令の整備など、障が

い者を取り巻く社会環境は大きく変化しています。 

  滑川市障害者福祉計画は、障害者基本法に基づき障がい者のための施策に関する基本的な方

向を定める「市町村障害者計画」と、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき障がい者・障

がい児への障害福祉サービスなどの提供に係る見込量とサービス提供を確保するための方策を

定める「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」に位置づけられるものです。 

今年度新たに策定された「第５次滑川市総合計画」との整合性を図るとともに、「滑川市地域

福祉計画」など関連する他の計画との連携を図りながら、本市における障がい者施策を総合的

かつ計画的に推進する基本的な計画となるものです。 
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◇滑川市障害者福祉計画と他の市の計画との関係 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

３ 計画の期間 

 
 この計画の期間は、平成 30 年度から令和５年度までの６か年とします。ただし、社会情勢や

地域社会の変化に対して柔軟に対応できるよう、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

 

第５次滑川市総合計画 

2021～2030 年度(令和３～12年度) 

滑川市地域福祉計画 

2017～2021 年度(平成 29～令和３年度) 

滑川市高齢者福祉計画 滑川市第８期介護保険事業計画 

 

滑川市手話施策推進方針・実施計画 

2021～2023 年度(令和３～５年度) 

滑川市障害者福祉計画（第３次） 

2018～2023 年度(平成 30～令和５年度) 

第６期滑川市障害福祉計画 

第２期滑川市障害児福祉計画 

2021～2023 年度(令和３～５年度) 

富山県障害者計画 

｢第４次｣ 

2019～2023 年度 

(令和元～令和５年度) 

滑川市子ども・子育て支援事業計画 

2020～2024 年度(令和２～６年度) 

第６期富山県障害福祉計画 

第２期富山県障害児福祉計画 

2021～2023 年度(令和３～５年度) 
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第２章 滑川市の障がい者の状況 
                

１ 障がい者手帳所持者数の推移 

 

（図１）障がい者手帳所持者数の推移                          

 
 

 

                                      

図１の障がい者手帳所持者数は､ここ数年横ばいの様相を示しており、令和２年 4月 1 日現在で

1,76４人となっています。 

身体障害者手帳所持者は、ピーク時の平成 25 年頃から減少傾向にありますが、療育手帳所持者

及び精神障害者保健福祉手帳所持者は年々増加傾向にあります。 

特に精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成 18 年の約 3.4倍と大幅に増加しています。 

 

 

 

 

各年４月１日現在 
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２ 身体障がい者の状況 

（表１）身体障害者手帳所持者の障害別・等級・年齢・性別状況        （人） 

 

 

（図２）等級別身体障害者手帳所持者数の推移                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 視覚 聴覚 平衡 
音声 

言語 
そしゃく 

肢体

不自

由 

内 部 障 害 

合計 

心臓 腎臓 
膀胱 

直腸 
その他 

等
級
別 

１級 23 7 0 0 132 109 64 0 8 343 

２級 25 32 0 0 119 3 1 1 2 183 

３級 4 8 0 5 134 172 4 1 3 331 

４級 1 22 0 11 177 48 2 37 1 299 

５級 13 0 0 0 49 0 0 0 0 62 

６級 4 44 0 0 31 0 0 0 0 79 

計 70 113 0 16 642 332 71 39 14 1,297 

年
齢
階
層
別 

18 歳未満 1 4 0 0 11 2 1 1 1 21 

18～64 歳 21 32 0 6 155 56 23 4 6 303 

65 歳以上 48 77 0 10 476 274 47 34 7 973 

計 70 113 0 16 642 332 71 39 14 1,297 

令和２年４月１日現在 

各年４月１日現在 
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（図３）障害別身体障がい者数の推移 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１の身体障害者手帳の所持者数は、令和２年4 月 1 日現在で 1,297人となっています。 

図２の等級別では、「1 級」が 343 人、「2 級」が 183 人と、重度の障がい者の数が約４

割を占めています。 

図３の障がいの種別では「肢体不自由」が 642 人と約 5 割を占め、次いで「内部障害」が

456 人で約３割となっています。 

また、表１の年齢別でみると、「65歳以上」が973 人と約７割を占めています。 

身体障害者手帳の所持者数はピーク時の平成 25年頃に比べ、減少傾向にありますが、割合的

に高度障がいの１級の増加が見られ、図３の障がいの種別では、「内部障害」が平成 18 年の

352 人から令和２年には 456 人と、約 1.3 倍となっています。 

 

 

 

 

各年４月１日現在 
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３ 知的障がい者の状況 

 

（表２）療育手帳所持者数                        （人）                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表３）年齢階層別・性別療育手帳所持者数             （人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表４）障害の程度別療育手帳所持者数                            （人）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 在 宅 者 施設等入所者 合  計 

総  数 194 70 264 

 
知的障がい児    

(18 歳未満) 
50 0 50 

 
知的障がい者    

(18 歳以上) 
144 70 214 

区   分 男 女 合  計 

5 歳未満 3 1 4 

5 歳～9 歳 7 2 9 

10 歳～14 歳 18 6 24 

15 歳～19 歳 20 6 26 

20 歳～29 歳 37 18 55 

30 歳～39 歳 24 15 39 

40 歳～49 歳 29 14 43 

50 歳～59 歳 15 15 30 

60 歳～64 歳 8 4 12 

65 歳～69 歳 4 5 9 

70 歳以上 9 4 13 

計 174 90 264 

区   分 Ａ(重度) Ｂ(中軽度) 合  計 

総  数 110 154 264 

 
知的障がい児    

(18 歳未満) 
19 31 50 

 
知的障がい者    

(18 歳以上) 
91 123 214 

令和２年４月１日現在 

令和２年４月１日現在 

令和２年４月１日現在 
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（図４）療育手帳所有者数の推移 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２の療育手帳の所持者数は、令和２年 4 月 1日現在、264 人となっており、年齢別では「18

歳以上」が 214 人と約8 割を占めています。 

表４の障がいの程度別では、「A（重度）」が 110 人、「B（中軽度）」が 154 人となってお

り、図４の近年の推移をみると、A（重度）、B（中軽度）共に若干の増加傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年４月１日現在 
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４ 精神障がい者の状況 

（図５）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移                    

 
 

（図６）自立支援医療（精神通院）受給者数の推移  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は年々増加しており、令和２年４月 1 日現在、203

人となっています。 

また、図６では、継続的な治療が必要なため、通院に係る医療費（自立支援医療（精神通院））

助成の受給者数も年々増加しており、令和２年４月 1 日現在、388 人となっています。 

各年４月１日現在 

各年４月１日現在 
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５ 障がい者の就労及び雇用状況 
 

（図７）障がい者への職業紹介の状況 ＜滑川公共職業安定所管内＞   

  

 【身体障がい者】                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【知的障がい者】                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 【精神障がい者】                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新規求職申込件数 期間中に新たに受け付けた求職申込みの件数 

※ 就職件数     有効求職者がハローワークの紹介により就職したことを確認した件数 

※ 新規登録者数   初めてハローワークに求職登録をした障がい者の人数 
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（図８）一般民間企業における障がい者の雇用状況  ＜滑川公共職業安定所管内＞    

 

【障害者雇用率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【算定障害者数※1の内訳】 

 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R１年度 

身 

体 

重度 36(19) 37(20) 31(16) 33(18) 29(15) 34(18) 40(21) 40(21) 40(21) 42(22) 

重度以外 34 31 33.5 37.5 34 31.5 33 34 34 36 

知 

的 

重度 11(6) 10(6) 12(6) 15(9) 19(11) 15(8) 10(6) 6(4) 6(4) 6(4) 

重度以外 14 17 16.5 18.5 21 23 22.5 26 26 23.5 

精 神 6.5 8 7 8.5 7 5.5 8 5 6 10 

計 
101.5 

(25) 

103 

(26) 

98 

(22) 

112.5 

(27) 

110 

(26) 

109 

(26) 

113.5 

(27) 

111 

(25) 

117 

(25) 

117.5 

(26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 重度の身体・知的障がい者のうち、短時間以外の常用雇用労働者は実数×２、重度以外の身体・知的障がい者及び精神障 

害者のうち短時間労働者は実数×1/2、それ以外の障がい者は実数×１で換算しているもの 

※２（ ）内は実数 
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（図９）【民間企業における法定雇用率の達成割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  図７の障がい者への職業紹介の状況では、身体障がい者の新規求職申込件数の減少傾向が見 

られる一方、知的障がい者及び精神障がい者については、増加傾向が見られます。 

  また、図８の障害者雇用率については、横ばいの傾向が見られますが、図９の民間企業におけ 

る法定雇用率の達成割合については、近年、減少傾向にあります。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 法定雇用率  民間企業 2.2％（常用労働者数45.5 人以上の企業） 

  民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、一定の割合（法定雇用率）に相当する人数以上

の障がい者を常用労働者として雇用することが義務づけられています。  

平成30年４月１日から、従来の身体障がい者及び知的障がい者に加えて精神障がい者についても法定雇用率の算定対象（事業

主の雇用率の算定対象には、平成18年４月１日から）となりました。 
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６ 市民アンケート調査の結果について 

(1) アンケート調査の概要 

本市に在住する障がい者（児）を対象に、日頃の生活の状況や本市の障がい者施策に 

     対するニーズを把握することを目的に、アンケート調査を実施しました。 

 

１ アンケートの内容 

    資料編の「２ 市民アンケート調査表」（p.83～p.90）に掲載のとおり 

 

２ 調査基準日 

    令和２年 10 月１日 

 

３ 調査期間 

令和２年 10月 26 日から令和２年 11 月 15日まで 

 

４ 調査方法 

次の①及び②の方全員に調査票を郵送し、回答票を返送していただくことにより調査 

     しました。 

① 調査基準日現在で、障がい者手帳を所持する者（児）  

② 調査基準日現在で、障がい者手帳を所持しないが、現在、障がい児福祉サービ 

スの利用実績がある児童 

 

     ５ 回答結果 

  対象者数 回答数 回答率 

身体障がい  1,291 人   661 人  51.2％ 

知的障がい   200 人    95 人  47.5％ 

精神障がい   200 人    95 人  47.5％ 

発達障がい    26 人    11 人  42.3％ 

（不明）     20 人  

 合 計  1,717 人   882 人  51.4％ 

 

 

 

※複数の障がい者手帳を所持している方については、身体障がいに分類しました。 
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 (2) 主な回答結果について 
 

   ① 回答者の年齢属性について 

     問１ あなたの性別と令和２年 10 月１日現在の年齢をお教えください。（年齢属性の

み抜粋） 

    全体 身体障がい 知的障がい 精神障がい 発達障がい 

10 歳未満 1.8％ 0.6％ 5.3％ 0.0％ 54.5％ 

10 歳代 2.7％ 0.9％ 13.7％ 1.1％ 36.4％ 

20 歳代 4.8％ 1.5％ 25.3％ 7.4％ 0.0％ 

30 歳代 4.6％ 1.7％ 18.9％ 10.5％ 9.1％ 

40 歳代 7.7％ 3.6％ 16.8％ 28.4％ 0.0％ 

50 歳代 7.7％ 6.7％ 8.4％ 16.8％ 0.0％ 

60 歳～64 歳 5.7％ 6.1％ 1.1％ 9.5％ 0.0％ 

65 歳～69 歳 10.1％ 11.6％ 2.1％ 8.4％ 0.0％ 

70 歳以上 53.5％ 66.6％ 7.4％ 16.8％ 0.0％ 

無回答 1.4％ 0.8％ 1.1％ 1.1％ 0.0％ 

 

 

今回の調査には、全体で計 882 人の方から回答をいただき、その年齢層別の内訳は、

20 歳未満の方が約１割、20 歳～64 歳までの方が約３割、65 歳以上の方が約６割とな

っています。障がい別に見ると、下記の傾向が見受けられます。 

・身体障がいにおいては、65 歳以上の方の割合が、78.2％と前回よりも増加していま

す。（前回 73.5％） 

・知的障がいにおいては、20 歳代から 40 歳代の割合が多く占めています。 

・精神障がいにおいては、40 歳代から 50 歳代の割合が多く占めています。 

・発達障がいにおいては、10 歳未満から 10 歳代の割合が多く占め、前回よりも 10

歳代の割合が増加しています。（前回 11.1％） 

 

      

※ 端数の関係で、障がい別の合計は 100％にはなりません。 
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② 一緒に暮らしている人について 

問３ あなたは、どなたと一緒に暮らしていますか（複数回答）（上位３項目） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 配偶者 48％ １ 親・祖父母 74％ １ 親・祖父母 45％ 

２ 子どもやその配偶者 33％ ２ 
兄弟姉妹やその配偶

者 
32％ ２ ひとり暮らし 16％ 

３ ひとり暮らし 14％ ３ 入所施設 ６％ ３ 子どもやその配偶者 15％ 

   

発達障がい   

１ 親・祖父母 100％     

２ 
兄弟姉妹やその配偶

者 
 64％     

３   
 

   

 

身体障がいにおいては、配偶者の割合が全体の 48％と最も多く占めており、その他の障

がいにおいては、親・祖父母との割合が多く占めています。 

 

③ 生活について 

問４ あなたが現在、生活で困っていることは何ですか。（複数回答）（上位３項目） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 
将来の援助・介助（支

援）のこと 
24％ １ 

将来の援助・介助（支

援）のこと 
40％ １ 経済的なこと 43％ 

２ 緊急時・災害時のこと 21％ ２ 経済的なこと 20％ ２ 
将来の援助・介助（支

援）のこと 
39％ 

２ 経済的なこと 20％ ３ 緊急時・災害時のこと 18％ ３ 就労のこと 28％ 

   

発達障がい   

１ 
教育や学習、就学・進

路のこと 
73％     

２ 
家族や家庭生活のこ

と 
45％     

２ 
自分の障がいへの地

域の理解を得ること 
45％     

 

現在の生活で困っていることとして、「将来の援助・介助（支援）」や「経済的なこと」 

    が上位に挙がっています。また、前回調査時に比べ、「緊急時・災害時のこと」が増加し

ています。 

知的障がいでは、回答者の年齢層について 20 歳代から 40 歳代までが多いことから、

親亡き後を見据えた将来への不安について、高く出ているものと考えられます。 

※「その他」の項目を除く（以下の表において同じ） 
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④ 健康や医療について 

問７ 健康管理や医療について、どのようなことに困ったり不便に思ったりしたことがあり

ますか。 

（複数回答）（上位３項目） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 
医療費の負担が大き

い 
10％ １ 

障がいにより、医師に

病気（症状・状態・疑

問点など）が上手く伝

えられない 

26％ １ 

障がいにより、医師に

病気（症状・状態・疑

問点など）が上手く伝

えられない 

23％ 

２ 

専門的な診察を受け

られる医療機関が近

くにない 

９％ ２ 
医師などからの説明

がわからない 
12％ ２ 

医療費の負担が大き

い 
17％ 

３ 

夜間・休日などに診て

もらえる医療機関が

わからない 

７％ ３ 

専門的な診察を受け

られる医療機関が近

くにない 

８％ ３ 

専門的な診察を受け

られる医療機関が近

くにない 

13％ 

   

発達障がい   

１ 

専門的な診察を受け

られる医療機関が近

くにない 

18％     

 

知的障がいや精神障がいでは、「障がいにより、医師に病気が上手く伝えれない」など

医師とのコミュニケーションへの悩みが上位に挙がっており、加えて、精神障がいでは、

「医療費の負担感」が高く出ています。精神障がいの場合、継続かつ長期の受診をされて

いる方が多いことから、医療費に負担を感じているものと考えられます。 

また、発達障がいでは、専門的な医療機関が近くにないことが高く出ています。 

 

⑤ 介助（支援）の状況について 

問８ 現在、あなたは介助（支援）が必要ですか。 
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問 9-1 あなたの介助（支援）を主にしているのはどなたですか。（問８において「すべてに 

わたって必要」又は「一部必要」と答えた方が回答） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 配偶者 55％ １ 親・祖父母 81％ １ 親・祖父母 49％ 

２ 子どもやその配偶者 44％ ２ 
兄弟姉妹やその配偶

者 
17％ ２ 

入所施設や病院の職

員 
26％ 

３ 
入所施設や病院の職

員 
14％ ３ 

入所施設や病院の職

員 
15％ ３ 配偶者 21％ 

   

発達障がい   

１ 親・祖父母 88％     

 

 
      

問 9-2 あなたの介助（支援）者は何歳ですか。（問 9-1 において「配偶者、親・祖父母、兄

弟姉妹やその配偶者、子どもやその配偶者、その他の親族」と答えた方が回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８では、いずれの障がいも、半数近い方が何らかの介助（支援）を要すると回答してお

り、問 9-1 の介助（支援）者の内訳では、身体障がいでは配偶者、知的障がい・精神障が

いでは親・祖父母が上位を占めています。 

また、問 9-2 の介助（支援者）の年齢層については、発達障がいを除くいずれの障がい

についても 60 歳以上の占める割合が前回調査時より高くなっています。 

（身体障がい 64％→68％、知的障がい 35％→43％、精神障がい 42％→66％）  
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⑥ 障がいのある子どもへの支援について 

問 14-1 今後、利用を考えているサービスがあればお教えください。（複数回答） 

共通 

１ 放課後等デイサービス（放課後等における生活能力の向上などのために必要な訓練の提供） 51％ 

２ 児童発達支援（日常生活の動作の指導や集団生活への適応訓練その他の支援） 41％ 

３ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）（小学生の放課後の一時預かり事業） 22％ 

４ 保育所等訪問支援（障がい児以外の児童との集団生活への適応のための支援） 16％ 

 

問 14-2 あなたが保育所・幼稚園・認定子ども園・学校などでの生活をおくるうえで、どの 

ような支援が必要だと思いますか。（複数回答）（上位３項目） 

共通 

１ 子どもの能力や障がいの特性に応じた指導 76％ 

２ 保育士や教師による就学相談や進路相談などの相談体制の充実 57％ 

３ 放課後に子どもを預かってくれる場所の充実 49％ 

 

問 14-3 障がいがある子どもの療育支援への対応として、特に必要と思うものをお答えください。 

（複数回答）（上位３項目） 

共通 

１ 子どもの障がいに応じた適切な支援の提供が可能な療育施設の整備 89％ 

２ 子どもの成長・発達について継続的に相談が受けられる専門的な相談施設の整備 76％ 

２ 乳幼児期から社会に出るまで切れ目のない一貫した支援が受けられる体制の整備 76％ 

 

問 14-1 では、今後、利用を考えているサービスとして、放課後等デイサービスや児童発 

達支援、保育所等訪問支援といった障害児通所支援サービスのほか、小学生の放課後の一時

預かりへのニーズが見られます。 

また、問 14-2、14-3では、保育所・学校などでの生活や療育※支援へのニーズとして、 

子どもの能力や障がいの特性に応じた指導体制の構築、切れ目のない継続的な相談支援体制

の充実、早期に適切な支援の提供が可能な療育施設の整備が高く出ています。 
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⑦ 就労について 

問 15 仕事をする上で困ったり、つらいと感じたりしたことは主にどのようなことですか。 

（複数回答）（上位２項目）（働いている方への質問） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 収入が少ない 36％ １ 収入が少ない 35％ １ 収入が少ない 58％ 

２ 仕事がきつい 15％ ２ 職場の人間関係 28％ ２ 
体調のコントロール

が難しい 
33％ 

 

問 17 障がい者が働くためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

（複数回答）（上位３項目） 

共通 

１ 事業主の理解 33％ 

２ 上司や同僚の理解 28％ 

３ 障がいの特性に配慮した職場環境の整備 24％ 

 

問 15 では、仕事をする上で収入が少なく、経済的な不安について最も多く挙げられてい

ます。障害福祉サービスにおける就労支援を受けている方や非正規雇用の方の割合が高いこ

とが推測されます。 

また、問 17 では、障がい者の就労に必要なこととして、事業主や職場における障がい理 

解や障がいの特性に応じた職場環境の整備へのニーズが高く挙げられています。 

 

⑧ 外出時の不便や困りごとについて 

問 19-1 あなたが外出するとき、利用することのある移動・交通手段はどれですか。 

（複数回答）（上位３項目） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 
自家用車（自分が運

転） 
39％ １ 

自家用車（家族などが

運転） 
49％ １ 

自家用車（自分が運

転） 
27％ 

２ 
自家用車（家族などが

運転） 
30％ １ 徒歩 26％ ２ 

自家用車（家族などが

運転） 
21％ 

３ 徒歩 14％ ３ 鉄道 21％ ２ 徒歩 21％ 

   

発達障がい   

１ 
自家用車（家族などが

運転） 
82％     

２ 徒歩 55％     

３ 自転車・バイク 27％    
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問 19-2 外出の時に、不便に感じることや困っていることはありますか。 

（複数回答）（上位３項目） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 特にない 33％ １ 特にない 33％ １ 特にない 28％ 

２ 
障がい者用の駐車ス

ペースが少ない 
12％ １ 

自分の意思を伝えた

り、コミュニケーショ

ンをとったりするこ

とが難しい 

25％ ２ 

自分の意思を伝えた

り、コミュニケーショ

ンをとったりするこ

とが難しい 

19％ 

２ 
歩道、道路や施設に階

段や段差が多い 
12％ ３ 

障がいがあることや

症状について周りに

理解されにくい 

24％ ３ 

障がいがあることや

症状について周りに

理解されにくい 

18％ 

   

発達障がい   

１ 

障がいがあることや

症状について周りに

理解されにくい 

64％     

２ 

自分の意思を伝えた

り、コミュニケーショ

ンをとったりするこ

とが難しい 

36％     

 

問 19-1 の外出手段については、自家用車（自分又は家族が運転）が最も多く、身体障がい

については、今後障がい者本人や配偶者等の介助者の高齢化がさらに進行した場合の移動手段

の確保が必要となってきます。 

問 19-2 の外出時の不便や困りごとについて、身体障がいでは専用の駐車スペースの確保や

歩道の整備などハード面の内容が多く挙げられていますが、その他の障がいでは、外出時の他

者とのコミュニケーションや、周囲の障がい理解について困っていると回答がありました。 

 

⑨ 地域におけるボランティアへのニーズについて 

問 22 あなたは、地域において、どのようなボランティアによる支援・交流があったら良い 

と思いますか。（複数回答）（上位３項目） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 

普段から定期的に声

かけなど（見守り）す

る 

27％ １ 

普段から定期的に声

かけなど（見守り）を

する 

31％ １ 相談相手になる 24％ 

２ 
特に必要と思うもの

はない 
23％ ２ 

地域の行事やイベン

トに一緒に参加する 
25％ ２ 

特に必要と思うもの

はない 
22％ 

３ 
地域の行事やイベン

トに一緒に参加する 
17％ ３ 

趣味やスポーツ活動

を一緒にする 
24％ ３ 

普段から定期的に声

かけなど（見守り）を

する 

21％ 

   

発達障がい   

１ 
趣味やスポーツ活動

を一緒にする 
64％     

２ 
地域の行事やイベン

トに一緒に参加する 
36％     
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地域のボランティアへのニーズとして、身体障がいや知的障がいでは、普段からの声かけ、 

   精神障がいでは、相談相手、発達障がいでは趣味やスポーツ活動へのニーズがありました。 

 

⑩ 自然災害への不安について 

問 25 あなたが自然災害について不安に思うことは何ですか。 

（複数回答）（上位３項目）（自然災害に不安に思う方への質問） 

身体障がい 知的障がい 精神障がい 

１ 
避難所の設備（トイレ

など）が不安 
48％ １ 

他の避難者が自分の

障がいや症状につい

て理解してくれるか 

58％ １ 

災害前に受けていた

治療や薬の処方を災

害発生後も受けられ

るか 

56％ 

２ 

災害前に受けていた

治療や薬の処方を災

害発生後も受けられ

るか 

43％ ２ 

避難場所まで１人で

行けない（坂や段差が

ある、避難場所が遠い 

など） 

35％ ２ 

他の避難者が自分の

障がいや症状につい

て理解してくれるか 

35％ 

３ 

避難場所まで１人で

行けない（坂や段差が

ある、避難場所が遠い 

など） 

42％ ３ 
他人と一緒に避難所

にいられない 
33％ ３ 

避難所の設備（トイレ

など）が不安 
31％ 

   

発達障がい   

１ 

他の避難者が自分の

障がいや症状につい

て理解してくれるか 

78％     

２ 
他人と一緒に避難所

にいられない 
56％     

２ 

避難場所まで１人で

行けない（坂や段差が

ある、避難場所が遠い 

など） 

56％     

 

自然災害への不安として、高齢や障がいの程度を理由に避難所までの移動手段や避難所で 

の設備への不安、さらには日常受けていた医療的ケアの対応や避難所において他者と共に過

ごすことへの不安についても多く挙げられています。 

また、知的障がい、精神障がい、発達障がいでは、避難生活における周りの避難者の障が

い理解への不安も多く挙げられています。 

近年、全国的に自然災害の発生が高まっており、災害時に自力避難が困難な障がい者が逃 

げ遅れるのを防ぐための対策を検討していく必要があります。 
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問 27 あなたは、避難行動要支援者見守り台帳に登録していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の避難などに特に支援を必要とする方々の避難支援に必要な情報をあらかじめ登録

する「避難行動要支援者見守り台帳」への登録について、「登録している」は全体の９％と伸

びていない現状にあります。今後、災害対策基本法が改正され、障がい者一人一人の避難方法

を事前に決めておく「個別避難計画」の策定が努力義務化されることから、関係者が連携して

計画の策定を進めていく必要があります。 

 

⑪ 成年後見制度について 

問 29 あなたは、成年後見制度を知っていますか。また、利用したいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度※の認知度については、いずれの障がいにあっても低いなかで、知的障が   

    いでは今後の利用についての高いニーズが挙げられています。 
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⑫ 障がい者虐待について 

問 35 相談しなかったのはなぜですか。（複数回答）（上位３項目） 

共通 

１ 相談しても無駄だと思ったから 58％ 

２ 自分さえ我慢すれば、このままやっていけると思ったから 42％ 

３ どこ（誰）に相談してよいのかわからなかったから 23％ 

 

障がい者虐待については、回答者全体の 13％の方から「虐待をされたことがある」「虐   

  待されたかもしれない」という回答がありました。 

そのうち約６割の方は、特に虐待についての相談はしなかったとしています。 

前回調査時から若干の改善傾向が見受けられるものの、依然として半数以上の方が相談して

いない状態であり、その理由は、前回調査同様に、虐待を受けていることについてあきらめを

感じている状態像があり、障がい者本人に対する虐待防止の取り組みの普及・啓発の一層の強

化が必要と考えられます。 
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第３章 計画策定の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

障がいのある・ないに関わらず、個性と人格を尊重する社会の実現を目指す障害者基本法 

の理念を踏まえ、引き続き、「障がいがある人もない人も、ともに、自分らしく、安心して

暮らせるまちづくり」を基本理念に掲げ、本市における障がい者施策の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 

「障がいがある人もない人も、ともに、自分らしく、 

安心して暮らせるまちづくり」 

 

○ 市は、すべての市民が、障がいのある・ないに関わらず、“ともに”

人格と個性を尊重しあう「共生社会」の実現を目指します。 

 

○ 市は、障がい者が、住み慣れたまち・滑川で、自らの能力を最大

限発揮することにより“自分らしく”暮らすことができるまちづく

りを目指します。 

 

○ 市は、障がい者が、住み慣れたまち・滑川で、必要な支援を受け

ながら“安心して”暮らせることを目指します。 
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２ 基本目標 

「障がいがある人もない人も、ともに、自分らしく、安心して暮らせるまちづくり」の基 

本理念の実現に向け、第３次計画における基本目標と施策の方向性を次のとおりとします。 

 

基本目標１ 共生社会実現の推進 

障がいのある人とない人が、心の隔たりなく地域で共に暮らすため、障がい理解を深め 

るための活動に取り組むほか、地域における交流・ボランティア活動を推進し、障がい者 

を地域で支えあう市民の意識の醸成に努めます。 

また、障がい者への差別や偏見をなくすとともに、障がい者の活動を制限し、社会への 

参加を制約している社会的障壁※を取り除く活動を進めます。 

 

＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）障がい理解の促進 

（２）地域の福祉活動の推進 

（３）虐待防止・差別解消・権利擁護の推進 

 

基本目標２ 就労支援と働く場づくり 

働く意欲のある人が、自分に合った働き方ができ、生きがいを感じられる機会が広がる 

環境づくりを推進するとともに、就労へ向けた支援や就労定着のための支援を推進します。 

 

＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）就労・就労定着への支援 

（２）事業者への支援の促進 

 

基本目標３ 子育て・教育支援の充実 

障がいのある子どもの能力や個性を最大限に伸ばすため、早期の療育※支援や子どもの 

    特性に合った指導を適切に受けることができるよう、子どもや保護者を支援する体制の充 

    実に努めます。 

また、障がいのある・ないに関わらず、地域において共に学ぶことができるよう、指導 

や支援などの環境の整備に努めます。 
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＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）子育て支援の充実 

（２）教育支援の充実 

 

基本目標４ 生活支援の充実 

障がい者が、障がいの種別に関係なく住み慣れた地域において主体的に生活が続けられ 

るよう、身近に相談できる体制の整備や各種の福祉サービスを充実するとともに、福祉サ

ービスを受ける際の意思決定の支援に努めます。 

また、経済的負担が大きくなりがちな医療・福祉サービスに係る経済的負担の軽減に努 

めます。 

 

＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）相談支援体制の整備 

（２）福祉サービスの充実 

（３）経済的負担の軽減 

 

基本目標５ スポーツ・生涯学習・文化活動の充実 

障がい者の日々の生活における健康づくりや生きがいづくりを支援するとともに、障が 

いのない人が障がい者の活動に触れることにより、地域における障がい理解の推進が図ら 

れるよう、障がい者のスポーツ・生涯学習・文化活動の推進に取り組みます。 

 

＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）スポーツ・生涯学習・文化活動への支援 

 

基本目標６ 安心・安全な生活環境の整備 

障がい者が住み慣れた地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実 

現を図るため、住環境の整備や障がい者に配慮したまちづくりの推進に努めます。 

また、平時・緊急時を問わず障がい者の安全を支援する体制の強化に努めます。 

 

＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）居住環境の整備の促進 
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（２）公共施設、道路、交通などにおけるバリアフリー化の推進 

（３）防災・防犯・緊急時のための体制の強化 

 

基本目標７ 保健・医療の充実 

障がいの要因となる疾病などを予防するため、医療機関などと連携し、疾病や障がいな 

    どの早期発見及び治療の充実に努めます。 

また、こころの健康についての普及・啓発とともに、精神障がいに対する理解の促進に    

    努めます。 

 

＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）予防の充実と健康づくりの推進 

（２）福祉医療の充実 

 

基本目標８ 情報アクセス・意思疎通支援の充実 

地域において自立した生活を送るうえで必要となる様々な情報の取得や他者とのコミ 

ュニケーションの支援の充実に努めます。 

 

＜目標達成のための施策の方向性＞ 

（１）障がい特性に応じた情報提供の充実 

（２）コミュニケーション手段の確保 
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第４章 施策の展開 
 

◇施策の体系図 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 障がい理解の促進 

(2) 地域の福祉活動の推進 

(3) 虐待防止・差別解消・権利擁護の推進 

 

２就労支援と働く場づくり 

 
１共生社会実現の推進 

  
３子育て・教育支援の充実 

(1) 相談支援体制の整備 

(2) 福祉サービスの充実 

(3) 経済的負担の軽減 

 

４生活支援の充実 

 

(1) 居住環境の整備の促進 

(2) 公共施設、道路、交通などにおけるバリ

アフリー化の推進 

(3) 防災・防犯・緊急時のための体制の強化 

 

  ８情報アクセス・意思疎通支援

の充実 

 
５スポーツ・生涯学習・文化活動

の充実 

 
６安心・安全な生活環境の整備 

ともに支えあうまちづくりに向けて… 

自分らしく暮らせるまちづくりに向けて… 

安心して暮らせるまちづくりに向けて… 

(1) 就労・就労定着への支援 

(2) 事業者への支援の促進 

 

(1) 子育て支援の充実 

(2) 教育支援の充実 

 

(1) スポーツ・生涯学習・文化活動への支援 

 

 
７保健・医療の充実 

(1) 予防の充実と健康づくりの推進 

(2) 福祉医療の充実 

 

(1) 障がい特性に応じた情報提供の充実 

(2) コミュニケーション手段の確保 

 

 

『
障
が
い
が
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
と
も
に
、
自
分
ら
し
く
、
安
心
し
て 

暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
』 

基 

本 

理 

念 
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基本目標１ 共生社会実現の推進 

 

(1) 障がい理解の促進 

 

現状と課題 

    ◇障がい者が、社会の一員として安心して生活するためには、障がい者自身が自立を図る

一方、全ての市民が、障がいの特性を理解した上で、障がい者にとってどのような支援

が必要かの理解を深めることが求められています。 

    ◇幼少期から、地域や学校において、障がい者と出会い、触れ合うことを通じ、障がいを

理解する機会を持つことが必要です。 

 

アンケート調査から 

    ◇発達障がいは、近年注目されつつある分野で「しつけが悪い」「親の愛情不足」など、

誤解されやすい。分かりやすいパンフレットなどで知識を広げ、周囲の理解を深めてほ

しい。                           （発達障がい） 

    ◇障がい者駐車スペースに健常者が駐車している事が多く、困っている。 （身体障がい）            

◇ヘルプマークの理解を深めてほしい。                （知的障がい） 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①障がいを理解

する機会の提供 

障害者週間※における行事や市政講座・ミニ手話講座などの出前型

の講座など、市民が障がいを理解する機会の充実に取り組みます。 

②障がいへの理

解の促進 

聴覚障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病※、高次

脳機能障がい※など、外見からはわかりにくい障がいや市民の一層の

理解が必要な障がいについて、その障がい特性や必要な配慮につい

ての理解の促進を図ります。 

③合理的配慮※の

普及・啓発 

バリアフリー化※・ユニバーサルデザイン※の採用をはじめとする

障がい者への合理的配慮※がなされることにより、障がい者の暮らし

の充実が図られることについての普及・啓発に取り組みます。 

④福祉教育の推

進 

小・中学校の特別活動などにおける福祉教育や、生涯学習の一環

としての成人に向けた福祉教育の推進に努めます。 
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(2) 地域の福祉活動の推進 

 

現状と課題 

◇障がい者が地域で安心して生活していくためには、共に暮らす人々との交流の機会を増

やしていくことが必要であり、各種の交流イベントや、障がい者自身が講師を務める障

がい理解のための教室などの開催を通じ、お互いの交流の場の創出に努めてきました。 

◇地域の福祉活動としてのボランティア活動には、障がい者にとっての生活支援の側面だ

けでなく、障がい者と地域の人々との交流促進の側面が期待されますが、その活動の充

実には、人材の確保に加え、障がい者のニーズの把握とコーディネート、指導者の育成、

支援者間のネットワークの構築が課題となっています。 

◇同じ障がいのある人どうしが交流し、社会活動への参加を図る活動への支援が必要とな

っています。 

 

アンケート調査から 

    ◇健常者と障がいがある人との交流を増やして欲しい。交流を多くすることで健常者の理

解が深まると思う。                       （知的障がい） 

◇児童館の利用について、年に１回でも良いので、障がい者の日を作ってほしい。                 

（知的障がい） 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①地域交流の促

進 

障がいのある人とない人の交流の促進を目的とする行事を開催す

るほか、地域や障害福祉サービス事業所が行事を開催する際の支援

に取り組みます。 

②ボランティア

活動への支援 

 市ボランティアセンターを主体とする障がい者支援のためのボラ

ンティア活動を支援し、障がい者を地域で支える体制づくりを支援

します。 

③当事者団体へ

の支援 

 障がい者どうしの交流を通じた支えあいや社会活動への参加を支

援するため、当事者団体の活動への支援に努めます。 
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(3) 虐待防止・差別解消・権利擁護の推進 

 

現状と課題 

◇市では、平成 24 年 10 月の障害者虐待防止法の施行を契機に、障がい者虐待に関する

相談・通報窓口を整備し、障がい者虐待の未然防止、早期発見・対応や市民への普及・

啓発に努めてきました。 

◇障がいのある人とない人が、心の隔たりなく地域で共に暮らすためには、障がいのある

人への差別や偏見をなくすとともに、障がいのある人の活動を制限し、社会への参加を

制約している社会的障壁※を取り除く必要があります。 

◇また、障がいのある人が地域で安心して暮らしていけるよう、障がい者本人や家族に対

して、意思決定や身上保護を支援する制度についての普及・啓発や、制度利用の支援に

取り組むことが求められています。 

 

アンケート調査から 

    ◇公的機関の障害者差別解消法の理解が必要。            （身体障がい） 

    ◇本人だけでなく、家族や後見人等の支援者の負担の軽減（金銭的・時間的・専門知識な

ど）を考えて欲しい。                   （身体及び知的障がい） 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①障がい者虐待

防止の強化 

障害者虐待防止センター※として、関係機関と連携を図りながら、

障がい者に対する虐待の防止や早期の発見・対応及び障害者施設に

おける職員の研修強化に努めます。 

②障がいを理由

とする差別解消

の推進 

 障害者差別解消法の意義や趣旨などの周知に向けた普及・啓発を

行うとともに、関係機関における事例共有や意見交換などを通じ、

地域における対応力の向上に努めます。 

③障がい者の権

利擁護※の促進 

成年後見制度※や日常生活自立支援事業※の普及・啓発、制度の利

用に関する相談・支援を通じ、障がい者の意思決定や身上監護の支

援の促進に努めます。 

④権利擁護※のた

めの関係機関の

連携 

地域における障がい者の権利擁護※を支援する体制の構築を図る

ため、関係機関の連携の強化に努めます。 
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基本目標２ 就労支援と働く場づくり  

 

(1) 就労・就労定着への支援 

 

現状と課題 

◇障がい者にとっての「就労」とは、収入を得るための手段としてだけでなく、社会活動

の主体としての役割を果たすことでもあり、非常に重要な課題となっています。 

◇働く意欲のある障がい者が、その意欲や適性・能力に応じた就労により社会的な自立を

図るため、就職の意向確認から就職後の職場環境への適応までを含めた一貫した幅広い

支援体制の整備が求められています。 

◇就労後のサポートが不十分なために、様々な要因により障がい者の就労継続が難しくな

ってしまうケースも見られます。 

◇一般就労が困難である障がい者には、福祉的就労※の場の提供とともに就労工賃の水準

の向上が求められます。 

 

アンケート調査から 

    ◇障がい者の働きやすい環境を作ってほしい。一般企業で差別なく働けるようにしてほし 

い。                               （精神障がい） 

    ◇リモート勤務の仕事が増えると働きやすくなる。他人と一緒の空間で働くことが、健常

者の何十倍も負担になる人が多くいる。               （精神障がい） 

    ◇法定雇用率がフルタイム前提の制度となっており、障がい者雇用が進まない一因となっ

ている。多様な働き方を認めてほしい。               （精神障がい） 

    ◇最低賃金の除外制度を利用して就労できている人も多くいます。    （知的障がい） 
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今後の取り組み 

施 策 内   容 

①一般就労への

支援 

 公共職業安定所のほか、障がい者の専門的・総合的な就業指導を

行う地域障害者職業センター※との連携を図るほか、就労時の一時的

な経済的負担や一般就労を支援します。 

② 就 職 後 の 相

談・各種支援 

 障がい者の就労面及び生活面における一体的な相談支援を実施す

る障害者就業・生活支援センター※との連携や障害福祉サービス（就

労定着支援）の利用促進により、就労定着に向けた支援を行います。 

③福祉的就労の

支援 

 一般就労が難しい人のために、障害福祉サービスによる支援を通

じて、能力に応じた就労の場や一般就労に向けた訓練の場を提供し、 

就労施設における受注拡大や工賃向上への取り組みを支援します。 

 

(2) 事業者への支援の促進 

 

現状と課題 

◇障害者雇用促進法の改正により、雇用分野における差別が禁止されるとともに、職場で

の合理的配慮※の提供が求められています。 

◇アンケート調査においても、事業主や上司・同僚の障がい理解や障がい特性に配慮した

職場環境づくりを求める意見が見られます。 

◇障がい者の法定雇用率※引き上げとともに、精神障がい者が法定雇用率※の算定に含まれ

たことから、障がい理解と職場環境の整備への支援の必要性が高まっています。 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①事業者への障

がい特性の理解

の促進 

 障がい者の適性と能力についての正しい理解に基づく雇用機会の

確保と障がい者が就労しやすい環境づくりを促すため、事業所にお

ける障がい理解の促進に努めます。 

②常用雇用の促

進 

労働関係機関と連携して、事業主に対し、障がい者雇用を促進す

る各種助成制度の周知を図るほか、障がい者を雇用した事業主に対

する財政的支援を通じ、障がい者雇用の受け皿の拡大を図ります。 
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基本目標３ 子育て・教育支援の充実  

 

(1) 子育て支援の充実 

 

現状と課題 

◇障がいのある子どもは、それぞれの特性に応じた適切な対応を必要としており、そのた

めには、早い段階において、子どもの特性を理解し、一人ひとりに応じた支援をしてい

くことが必要です。 

◇保護者にとっては、子どもが必要とする配慮に関する情報の不足や子どもの特性を受け

止めることが難しいこともあるため、保護者の思いに寄り添いながら、保護者が子ども

への理解を深め、子育てしていく力を高めることができるよう支援することも必要とさ

れています。 

◇子どもたちが成長していく中で、一人ひとりに応じた支援が継続されていくように、関

係機関が連携を図り、子どもたちのライフステージ※に沿った切れ目のない支援体制の

構築が求められています。 

 

アンケート調査から 

◇放課後デイサービス、障がい児が通える学校、病児一時預かりなどの充実を希望する。                

（知的障がい） 

◇情報量の少なさ。障がい者福祉の中に医療的ケア児を含んでいるように思えない。 

                                     （身体障がい） 

◇医療的ケア児を預かってくれる施設がない。介護者はずっと付き添うため自分の時間は

ない。定期的、一時的にでも預けれる施設がほしい。       （知的障がい） 

    ◇障がい児の発達に必要な早期に療育を受け入れる所を滑川にも作ってほしい。共働きが

難しくなり、収入が減り生活がギリギリになってしまう。       （発達障がい）    
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今後の取り組み 

施 策 内   容 

①ライフステー

ジ※を通じた切れ

目のない支援 

 障がい児へのライフステージ※を通じた支援を切れ目なくつない

でいくため、地域における保健、医療、障がい福祉、保育・教育、

就労支援などの関係機関が連携を図り、支援に関する情報や連携を

スムーズに行うための人材やツールなどの整備を図ります。 

②早期支援のた

めの母子保健事

業の充実 

乳幼児健診などにおいて支援の必要性が高いと判断された子ども

やその保護者に対する早期のフォロー体制の充実を図るとともに、

必要に応じて専門的な療育機関の利用を支援します。 

③医療的ケア児

への相談支援体

制の構築 

重症心身障がい児や医療的ケア※が必要な子どもへの相談支援体

制を構築するため、医療的ケア児等コーディネーターを配置すると

ともに、必要なサービスを十分に提供し、保護者の負担を少しでも

軽減できるよう、関係機関との連携を図ります。 

④多様な支援の

場の整備 

障がいのある子どもや家庭への多様な支援の場の確保に向けて、

子ども・子育て支援法に基づく子育て関連事業（保育所・幼稚園・

認定こども園、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センタ

ー※など）における障がいのある子どもの受け入れの促進や職員の資

質向上に努めます。 
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(2) 教育支援の充実 

 

現状と課題 

◇障がいのある学齢期の子どもたちには、一人ひとりの状況が多様であることを前提に、

その時々における個別の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けながら、地域にお

いて、障がいのない子どもたちと可能な限り共に学べることを目指すインクルーシブ教

育システム※の構築が求められています。 

◇本人や保護者の意見を尊重した進路の選択を支援するためにも、早期からの情報提供や

相談支援の体制の充実が必要です。 

 

アンケート調査から 

    ◇今は親や友達に守られているが、これから進学・就職した時に周りから好奇の目で見ら

れないか心配。コロナの影響で親の収入が減った為アルバイトしたいが、片手でも働け

る所を知りたい。                        （身体障がい） 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①相談・支援体制

の充実 

障がいのある子どもに対する相談・支援体制を充実するとともに、

就学前の障がいのある子どもを支援する関係機関の連携のもと、一

人ひとりの状況に応じた相談・支援に努めます。 

②インクルーシ

ブ教育システム※

の構築のための

環境の整備 

障がいのある子どもへの専門性のある指導体制の確保や施設・設

備の整備、一人ひとりの教育ニーズに応じた合理的配慮※の提供など

に努めることにより、障がいのある子どもと障がいのない子どもが

可能な限り共に教育を受けられる環境の整備を進めます。 
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基本目標４ 生活支援の充実  

 

(1) 相談支援体制の整備 

 

現状と課題 

◇障がいのある人が住み慣れた地域や家庭で自立して暮らしていこうとするとき、相談や

同じ悩みを共有できる人が身近にいることが大切です。 

◇障害福祉サービスなど必要なサービスを自ら主体的に選択し、活用するためには、制度

やサービスなどに関する的確かつわかりやすい情報の取得とともに、相談支援専門員に

よる、ケアマネジメント※の視点からの相談支援が受けられる環境の整備が重要となり

ます。 

 

アンケート調査から 

    ◇障がい者への施策の PR 不足。周知されていない。         （身体障がい） 

◇行政支援やサービスの内容を積極的に伝えてほしい。病院等と連携し、支援を受ける側 

が報告しなくとも、適切なサービス等を受けられるようしてほしい。 （身体障がい） 

    ◇障がい者が優先して利用できる施設などが分かる冊子などあれば良い。（身体障がい） 

    ◇市外の相談支援事業所を利用しているが、滑川市にもあれば良い。  （身体障がい）     
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今後の取り組み 

施 策 内   容 

①情報提供の充

実 

障がい特性に応じた提供方法の活用に留意しながら、市広報やホ

ームページ、個別施策に関するパンフレットなど多様な媒体を活用

し、障がい者や家族のニーズに応じた情報の提供を図ります。 

②相談支援環境

の整備 

指定相談支援事業者も含めた保健・医療・福祉・教育の関係機関

相互の連携により、専門性を備えた相談支援を容易に受けられるよ

う、相談支援の質と利便性の向上を図ります。 

③当事者どうし

の支えあいの推

進 

同じ障がいがある仲間どうしや発達障がい児などの家族どうしが

交流し、日頃の悩みや経験を共有して支えあうピアサポート※の推進

に取り組みます。 

④地域移行※・地

域定着支援の充

実 

 施設や病院に長期間にわたり入所・入院をしていた障がい者本人

の希望に沿った住まいの確保や地域での暮らしの準備などの相談・

支援を通じ、施設入所者などの地域移行※の推進に努めます。 

 

(2) 福祉サービスの充実 

 

現状と課題 

◇障がい者の地域での生活を実現するには、障害福祉サービスをはじめとする様々な福祉

サービスの提供体制の確保が必要です。 

◇今後も、障がい者の暮らしを安定的に支えるため、第６期滑川市障害福祉計画及び第２

期障害児福祉計画においてサービスごとの必要量の見込みや確保のための方策を定め

ることにより、計画的なサービスの提供を進めることが必要です。 

◇家族の高齢化による家庭の支援力の低下や、家族の喪失後も見据えて、引き続き住み慣

れた地域で生活が続けられるよう、地域全体による支援体制の構築が必要です。 

◇近年、障がい者の自立生活に係る特定のニーズに対応するため、専門的ケアの提供が可

能な支援者や施設の確保が求められています。 
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アンケート調査から 

    ◇食品の移動販売サービスがあればうれしい。             （身体障がい） 

    ◇障がい者に対する福祉サービスが欠けている。等級が高度にならないと優遇されにくい。     

（身体障がい） 

    ◇視覚障がいがあり、タクシー券が欲しい。バスで行けるところは限られている。 

                                     （身体障がい） 

    ◇医療費や各種サービスの金銭的負担が少ないのは一番助かる。親亡き後も安心して生活 

できる街を作ってほしい。                     （知的障がい） 

    ◇現在は親がいるが、親が高齢で面倒を見れなくなった後が心配である。 （知的障がい） 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①地域包括ケア

システムの構築 

障がい者が、地域の一員として安心して暮らすことができるよう、

保健、医療、福祉・介護、住まい・就労などの関係者が連携し、地

域における障がい者への包括的な支援体制の構築を進めます。 

②地域生活支援

拠点などの整備 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた

地域で安心して暮らしていけるよう、相談・居住支援・福祉サービ

スの提供体制の確保など、障がい者の生活を地域全体で支えるサー

ビスの提供体制を構築します。 

③重症心身障が

い児・者への支援

の充実 

在宅で生活する重症心身障がい児・者に対する医療的ケアをはじ

めとする専門的支援を備えた福祉サービスの提供体制を整備するこ

とにより、障がい者の在宅支援の充実に努めます。 

④外出支援の充

実 

障がい者の重度化・高齢化を踏まえ、生活上必要な外出や余暇活

動などの社会参加のための外出が安心して行えるよう、福祉タクシ

ー券の見直しなど障がい者の外出・移動支援の充実に努めます。 

⑤意思決定支援

の促進 

障がい者本人の自己決定を尊重する観点から、自ら意思を決定す

ることが困難な障がい者にとって、可能な限り自らの意思に基づく

福祉サービスの利用につながるよう、相談支援事業所や障害福祉サ

ービス事業所への普及・啓発に努めます。 
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⑥介護保険サー

ビスへの移行支

援 

障害福祉サービスから介護保険サービスへの移行時において継続

したケアマネジメント※やサービスが提供される環境の整備に向け

て、（障がい者）相談支援専門員と介護支援専門員との連携を推進す

るとともに、障害福祉サービス事業所における共生型サービス※の提

供についての周知・啓発に努めます。 

 

 (3) 経済的負担の軽減 

 

現状と課題 

◇障がい者が地域において経済的に自立した生活を営むためには、就労に向けた支援と合

わせ、福祉施策としての経済的負担の軽減に向けた支援が必要となります。 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①経済的支援の

継続 

必要に応じて制度の見直しを図りながら、引き続き、各種の手当

の支給、医療費の助成、各種の福祉サービスの利用負担の軽減を通

じた経済的自立の支援に努めます。 

②各種制度の周

知 

税金の控除・減免、公共交通機関運賃の割引その他の各種割引・

減免制度の周知に努めます。 

また、障がいのある人がいる世帯に対し、生活に必要な資金の貸

付けや相談などを行う生活福祉資金貸付制度について、市社会福祉

協議会と連携して周知に努めます。 
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基本目標５ スポーツ・生涯学習・文化活動の充実  

 

(1) スポーツ・生涯学習・文化活動への支援 

 

現状と課題 

◇スポーツ・生涯学習・文化活動は、障がい者本人の健康づくりや生きがいづくりのため

だけでなく、障がい者の社会性の形成のためにも重要なものです。 

◇これらの活動を通じ、障がいのある人とない人の交流の機会が増えることは、地域にお

いて障がい者の暮らしを支える体制づくりや障がい者理解の向上につながります。 

◇スポーツ・生涯学習・文化活動の充実に向け、活動の機会の提供や仲間づくりの支援が

求められている一方、障がい者のなかには、障がいのない人との交わりに不安を感じて

いる人もいることから、障がい者が安心して活動できる環境づくりへの配慮も必要です。 

 

アンケート調査から 

    ◇障がい者の体力維持の為の運動施設の充実や利用料の補助が欲しい。 （身体障がい） 

    ◇障がい者が参加しやすいスポーツの行事がもう少しあれば良い。    （知的障がい） 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①スポーツ・生涯

学習・文化活動の

支援 

障がい者のスポーツ・生涯学習・文化活動を行う機会の提供や、

これらの活動を通じた障がいのある人とない人の交流の機会の提供

に取り組みます。 

②支援するスタ

ッフの充実 

障がい者のスポーツ・生涯学習・文化活動を普及するための指導

員や専門知識を有するスタッフの確保や資質の向上に取り組みま

す。 
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基本目標６ 安心・安全な生活環境の整備  

 

(1) 居住環境の整備の促進 

 

現状と課題 

◇自宅で暮らす障がい者の多くが、将来的にも住み慣れた自宅で暮らしたいと思っていま

す。 

◇市ではこれまでも、住み慣れた家に住み続けられるよう、住宅内のバリアフリー化※の

促進を支援してきましたが、工事にかかる費用負担も大きいことから、その経済的支援

が必要となっています。 

◇また、家族の高齢化などによる家庭における支援の低下や喪失への不安を背景として、

身近な地域におけるグループホームなどの新しい暮らしの場の整備が求められていま

す。 

   

アンケート調査から 

    ◇介助者の親が高齢のため、障がい者と介護を受ける親が同居できる施設があれば良い。

（知的障がい） 

    ◇介助者が急病になったときに対応できるショートステイ施設があれば良い 

（精神障がい） 

    ◇肢体不自由でなければバリアフリー関係の補助が出ない。      （身体障がい） 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①住宅のバリア

フリー化※の促進 

障がい者が住み慣れた家で生活を継続できるよう、住宅の改修に

要する費用への助成や貸付制度を周知し、暮らしの最も基本となる

住宅の安全性と快適性の向上に努めます。 

②新たな居住支

援の場の整備促

進 

施設や病院に入所・入院している障がい者の地域移行や、家庭に

おける介護力の低下や喪失に対応できるよう、グループホームなど

の新たな居住支援の場の確保に努めます。 
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 (2) 公共施設、道路、交通などにおけるバリアフリー化の推進 

 

現状と課題 

◇現在、障がい者にとっての「障がい＝バリア」とは、個人ではなく社会にあるものであ

り、社会と心身機能の障がいが相まってつくりだされているものと捉えられています。 

◇障がい者の暮らしの中にある個別の施設や設備の使いにくさもバリアの１つであり、こ

れらを取り除くことは、障がい者にとっての「障がい」の解消につながるものと考えら

れます。 

◇市では、公共施設や道路、交通などの整備においては、「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」や「富山県民福祉条例」などの関係

法規を踏まえ、バリアフリー化※やユニバーサルデザイン※の採用を推進することにより、

障がい者がより快適で生活しやすい環境の整備に努めてきました。 

   

アンケート調査から 

    ◇歩道を通行できる電動車椅子の利用者を最近見かける。より安全に利用できるよう狭い

歩道、段差のある歩道等の改善を検討してほしい。                   （身体障がい） 

    ◇のるマイカーをコンパクトにし、様々な経路を考えてほしい。     （身体障がい） 

    ◇バス停まで行くのが困難なため、少ない枚数でもタクシー券がほしい。 （身体障がい） 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①バリアフリー

化※、ユニバーサ

ルデザイン※の推

進 

 障がいのある・ないに関わらず、誰もが利用しやすい生活環境の

整備を推進するため、引き続き、公共施設の整備・改修時における

バリアフリー化※やユニバーサルデザイン※の採用を推進するととも

に、既存のバリアフリー環境の維持に努めます。 

②移動のための

支援の充実 

 移動が困難な障がい者の社会参加の促進や生活圏域の拡大を図る

ため、公共交通機関やタクシーを利用する際の経済的支援のほか、

コミュニティバス「のる ｍｙ ｃａｒ」※などの地域交通ネットワー

クの充実や利用環境の整備に取り組みます。 
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(3) 防災・防犯・緊急時のための体制の強化 

 

現状と課題 

◇災害時の初期行動の際は、迅速な行動が困難な障がい者にとって、身近に暮らす地域の

人との関わりが重要になります。そのため、どこに、どのような支援が必要な方がいる

のか、そして誰が支援に向かうのかなどといった災害時に支援を必要とする障がい者の

情報を平時から整理し、関係者間で共有しておくことが大切です。 

◇アンケート調査では、避難所での生活において、障がいのない人との生活の場を共にす

ることや平時と同様の医療体制の確保に不安を感じるとの意見が多く見られています。 

◇平成 25 年６月の改正障害者基本法において、消費者としての障がい者の保護に関する

規定が設けられたことを受け、障がい者が消費者トラブルに遭うことを防止するなどの

取り組みを関係機関と連携して進めていく必要があります。 

◇平成 28 年７月に発生した神奈川県相模原市の障がい者支援施設における事件を教訓に、

施設における防犯対策の強化を図るとともに、施設や地域における交流事業の実施など、

障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みも重要です。 

◇障がい特性によっては、緊急時における消防・警察・病院などとの意思疎通が困難な場

合があることから、緊急時における意思疎通支援の促進が求められます。 

   

アンケート調査から 

    ◇高齢のため行動も判断力も鈍くなっている。             （身体障がい） 

◇特に夜間の緊急時に誰に応援を求めたらよいか不安。         （身体障がい） 

◇この先一人になった時に急病や火災の際、消防に連絡できるか心配。  （知的障がい） 

◇ケア用品、医薬品などの確保が出来るか心配。            （身体障がい） 

◇家に寝たきりの親がいるため、津波や洪水の際の避難方法が心配。   （身体障がい） 

◇火災の意味を理解できず、家族だけで対応できるか不安。こだわりが強く避難場所で過

ごすことができるか不安。                     （知的障がい） 

 ◇平素から障がい者と家族や支援者が訓練を兼ねて一緒に過ごすことが出来て、災害時に

は避難場所として利用できる部屋があれば、周囲に迷惑をかけなくて安心。（知的障がい） 
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今後の取り組み 

施 策 内   容 

①防災対策の推

進 

災害時に備え、障がい者本人や地域に対する自助・共助※の意識の

啓発に取り組みます。 

また、災害時に障がい特性に応じた迅速な支援が行えるよう、個

別避難計画の策定に取組み、平時から、必要な情報の把握と関係者

間での共有に努め、福祉避難所※など障がい者の避難生活に配慮した

避難所の開設・運営や物資の供給体制の整備を図ります。 

②消費者として

の障がい者保護

の促進 

 消費者としての障がい者の保護が図られるよう、消費生活センタ

ーや相談支援事業所などとの連携による相談体制の充実を図るほ

か、消費者保護に関する周知啓発を促進します。 

③防犯対策の推

進 

 障害福祉サービス事業所などにおける防犯訓練や警察・地域など

との連携による防犯活動の取り組みの推進に努めます。 

④緊急時の体制

の整備 

 NET119や電話リレーサービスなどによる緊急通報の普及・啓発

に取り組むとともに、通報時などにおける意思疎通支援の体制整備

に努めます。 

⑤地域の見守り

活動の推進 

 自治会・町内会、民生・児童委員、社会福祉協議会などの地域の

支援者や関係機関との連携を強化し、地域全体で障がい者のＳＯＳ

のシグナルを見逃さない支援体制の整備に努めます。 
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基本目標７ 保健・医療の充実  

 

(1) 予防の充実と健康づくりの推進 

 

現状と課題 

◇障がいの予防と早期の発見・対応のため、各種健診・検診の受診率の向上や生活習慣病

予防などの直接的な予防事業に加え、生涯を通じた健康づくりや介護予防に向けた取り

組みが必要とされています。 

◇また、障がい者が住み慣れた地域での暮らしを続けるには、心身の機能を維持・調整し

ていくためのリハビリテーション※が不可欠ですが、身近な地域において専門的に対応

できる体制は十分とはいえず、障がい者本人や家族の不安となっています。 

◇近年、メンタルヘルスの維持・向上については、地域社会が抱える大きな問題としてそ

の対策が求められています。 

   

アンケート調査から 

    ◇リハビリを靴のまま自由にできる場所があれば良い。         （身体障がい） 

◇ケーブルテレビで、障がい者（高齢者）向けの健康運動の番組をやってほしい。 

                  （身体障がい） 
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今後の取り組み 

施 策 内   容 

①生活習慣病等

予防対策の推進 

 健康相談や健康教室などの事業の充実を通じ、障がいの原因とな

る疾病などの予防・早期発見のための健診・検診の受診率の向上を

推進するとともに、予防に向けた知識の普及・啓発に努めます。 

②リハビリテー

ション※の充実 

障がい者が心身の機能の維持・回復を図り、より質の高い地域生

活を送れるよう、専門的機能を持つ施設などの確保に努めます。 

③精神障がい・ 

ひきこもりへの

支援の充実 

 精神疾患に関する正しい知識の普及を図り、早期相談・早期受診

を促進するほか、ひきこもりの方に対しては、関係機関や民間団体

と連携して、アウトリーチ等の支援に取組みます。 

④自殺予防対策

の推進 

 医療・保健・福祉などの関係機関の連携の強化を図るとともに、

ゲートキーパー※の育成など相談支援の推進に取り組みます。 

⑤医療と福祉と

の連携 

医療的ニーズの高い障がい者が、地域の暮らしの中で必要な医療

を受けられるよう、医療機関と福祉関係機関との連携を推進します。 

また、医療機関における様々な障がい特性に配慮した情報提供や

コミュニケーション支援について、医療機関と協力します。 

 

(2) 福祉医療の充実 

 

現状と課題 

◇障がい者が地域で自立して生活し、適切な医療サービスの提供を受けるには、心身の障

がいの状態の軽減を図るための医療に要する経済的負担の軽減が求められます。 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①自立支援医療

費の助成 

 心身の障がいの除去や軽減を目的とする医療に係る経済的負担の

軽減を図ります。 

②重度障がい者

などへの医療費

の助成 

 重度の障がい者や高齢の障がい者の医療に係る経済的負担の軽減

を図ります。 
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基本目標８ 情報アクセス・意思疎通支援の充実  

 

(1) 障がい特性に応じた情報提供の充実 

 

現状と課題 

◇障がい者が安心して暮らすには、日々の暮らしや緊急時への対応に関わる情報を円滑に

入手できることが必要です。障がいがあるために必要な情報の入手が制限されることの

ないよう、情報の提供の際における情報アクセシビリティ※の確保が求められています。 

   

アンケート調査から 

    ◇夜は補聴器を外して寝ており、外の音が聞こえず不安。       （身体障がい） 

    ◇防災無線が聞こえづらい。改良してほしい。            （身体障がい） 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①障がい特性に

応じた情報提供 

 障がい特性に応じた行政情報の提供に配慮するとともに、障がい

特性に応じた情報提供の手法についての普及・啓発に努めます。 

②図書館資料の

充実 

視覚障がい者に配慮した資料の作成・充実やサピエ※を活用した視

覚障がい者向け資料提供の充実に努めます。 

 

(2) コミュニケーション手段の確保 

現状と課題 

◇障がい者が社会の一員として様々な社会活動に参加する際には、他者と気持ちや考えて

いることを伝え合い、相互に理解を得ることが大切です。そのため、聴覚障がいをはじ

めとした各種障がい特性に応じたコミュニケーションの支援が求められます。 

 

今後の取り組み 

施 策 内   容 

①意思疎通支援

用具の購入助成 

 日常生活における意思疎通を支援する各種用具の普及を図るた

め、購入に係る経済的負担の軽減に努めます。 

②手話の普及へ

の取り組み 

 手話施策推進方針※に基づき手話やろう者への理解及び手話の普

及に関する取り組みを推進します。 
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第５章 障害福祉サービスなどの提供体制の確保に関

する目標など 

    （第６期滑川市障害福祉計画・第２期滑川市障害児福祉計画） 

１ 令和５年度までに目指す成果目標 

第６期滑川市障害福祉計画は、第５期計画（平成 30 年度～令和２年度）において取り組ん

できた施策の進捗状況を踏まえた上で、国の基本指針並びに県の基本的な考え方に基づいて目

標を設定します。 

また、第２期滑川市障害児福祉計画についても、「障がい児支援の提供体制の整備等」につ

いて、国の基本指針並びに県の基本的な考え方に基づいて目標を設定します。 

 

(1) 福祉施設入所者の地域生活への移行 

障がいのある方の自立と社会参加の支援から、国の基本指針に基づき、本市におけるこれ

までの実績と実情を踏まえ、令和５年度末における地域移行※に関する目標値を設定します。 

     

 

 

 

 

 

本市においては、令和２年 3 月 31 日現在での福祉施設の入所者は 48 人であり、その

6.3 パーセントにあたる３人について、グループホームや一般住宅等における地域生活への

移行を目指すものとします。また、今後、新たに入所する人を考慮し、令和５年度末の福祉

施設の入所者を 47人とし、現状から１人（2.1％）削減することを目指します。 

 

■福祉施設入所者の地域生活への移行 

項目 数値 考え方 

令和元年度末時点の施設

入所者数   （A） 
48 人 令和２年３月 31 日現在の施設入所者数 

目標年度入所者数（B） 47 人 令和５年度末の施設入所見込者数 

【目標値①】 

地域生活移行 

３人 

6.3％ 

令和５年度末までに地域生活へ移行する人の目

標数 

【目標値②】 

削減見込数 

１人 

2.1％ 
差引減少見込数(A)-(B) 

国の基本指針 

・令和５年度末までに、令和元年度末時点の施設入所者数の６パーセント以上が地域 

生活に移行する。 

・令和５年度末時点の施設入所者数を、令和元年度末時点の施設入所者数から 1.6

パーセント以上削減する。 
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(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者が、地域の一員として安心した暮らしができるよう、医療、福祉・介護、住

まい、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を進めます。 

 

 

 

 

 

滑川・中新川圏域では、県中部厚生センターが主催する精神保健福祉担当者会議において、

精神障がい者が、地域で安定した生活を送れるよう、関係者間で地域の現状・課題を共有し、

対応を検討しています。 

今後も現会議を協議の場として活用して連携の促進・強化に取り組み、障がいの程度によ

らず、地域生活に関する相談に対応できるよう、支援体制の構築を目指します。 

 

■精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

協議の場の名称 精神保健福祉担当者会議（仮） 

設置時期 既存の会議を活用して令和３年度末まで整備 

構成する市町村    滑川市、立山町、上市町、舟橋村 

 

(３) 地域生活支援拠点などの整備 

施設などからの地域移行※や障がい者の重度化・高齢化・親亡き後を見据え、居宅支援の

ための機能（相談、グループホームなどの体験の場・機会、緊急時の受け入れ・対応、専門

性、地域の体制作りなど）を担う、地域生活支援拠点の整備を進めます。 

 

 

 

 

本市においては、令和３年度より、滑川・中新川圏域において、複数の機関が分担してそ

の機能を担う面的な体制整備に取り組み、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、

福祉サービスの提供体制の確保など、障がい者の生活を地域全体で支える体制を構築します。 

 

■地域生活支援拠点などの整備 

項目 数値 考え方 

【目標値】 

令和５年度末におけ

る整備箇所数 

１箇所 

地域生活支援拠点など（居住支援機能と地域支援
機能を一体的に整備した拠点、もしくは複数の機
関が分担してその機能を担う面的な体制）の整備
箇所数 

国の基本指針 

・精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 316 日以上。 

・精神病床の１年以上入院患者数：10.6 万人～12.3 万人に。 

・退院率：３ヵ月後 69％以上、６ヵ月後 86％以上、１年後 92％以上。 

国の基本指針 

各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上確保しつつ、年１回以上運用状況を検

証、検討する。 
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(４) 福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業など（生活介護、自立支援、就労移行支援、 

就労継続支援を行う事業をいう。）を通じて、一般就労に移行する者の増加や、就労後の

定着支援による職場定着率の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

本市における令和元年度の年間の一般就労移行者数は８人であり、このうち３人が就労

移行支援事業を利用しています。引き続き本事業などの活用を通じて、令和５年度には、

1.3 倍の 10 人が福祉施設から一般就労へ移行することを目指します。 

また、就労定着支援事業なども積極的に活用し、1 人でも多く 1 年後も職場に定着でき

るよう、支援していきます。 

■福祉施設から一般就労への移行者数 

項目 数値 考え方 

令和元年度の一般就労

移行者数 
８人 

令和元年度において福祉施設を退所し、一般就労

した者の数 

【目標値】 

目標年度の年間 

一般就労移行者数 

10 人 
令和５年度において福祉施設を退所し、一般就労

する者の目標 
1.3 倍 

 

■就労移行支援事業の利用者数 

項目 数値 考え方 

令和元年度の就労移行支

援事業の利用者数 
３人 

令和元年度において就労移行支援事業を利用し

た者の数 

【目標値】 

目標年度の就労移行 

支援事業の利用者数 

４人 
令和５年度において就労移行支援事業を利用す

る者の目標を令和元年度実績の 1.3 倍とする 
1.3 倍 

 

■就労定着支援事業の利用者数 

項目 数値 考え方 

令和元年度の就労定着支

援事業の利用者数 
１人 

令和元年度において就労定着支援事業を利用し

た者の数 

【目標値】 

目標年度の就労定着 
支援事業の利用者数 

７人 
令和５年度において一般就労へ移行した者の７

割の利用とする 
７割 

国の基本指針 

・福祉施設から一般就労への移行実績を令和元年度実績の 1.27 倍とする。 

・就労移行支援事業の利用者数を令和元年度実績の 1.3 倍とする。 

・就労定着支援事業の利用者数を一般就労移行者のうち、７割以上の利用とする。 

・就労定着率８割以上の就労定着支援事業所を７割以上とする。 
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(５) 障がい児支援の提供体制の整備など 

児童発達支援センターや重度心身障がい児を支援する障がい児通所支援サービス事業所 

の確保、医療的ケアが必要な子どもの支援のためのコーディネーターの設置、発達障がいへ

の相談体制など、障がい児に対する障がいの状況に応じた乳幼児から学校卒業までの切れ目

のない支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ります。 

 

 

 

 

 

 

本市においては、保育所等訪問支援を利用できる体制は確保されています。 

 

 

■障がい児支援の提供体制の整備 

項目 数値 考え方 

【目標値①】 

令和５年度末におけ

る整備箇所数 

１箇所 
（圏域で設置） 

児童発達支援センターの設置見込み数 

（整備済） 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築状況 

各１箇所 
（圏域で設置） 

主に重症心障がい児を支援する児童発達支援事
業所及び放課後等デイサービス事業所の確保見
込み数 

（整備済） 
（圏域で設置） 

医療的ケア児支援のための保健、医療、障がい福
祉、保育、教育などの関係機関が連携を図るため
の協議の場の設置見込み数 

【目標値②】 

 令和５年度末におけ

る医療的ケア児支援

のためのコーディネ 

ーターの配置人数 

２人 
医療的ケア児に対する関係分野の支援を調整す
るコーディネーターの配置見込み数 

【目標値③】 

 令和５年度までの 

ペアレント・トレーニ

ングやペアレントプ

ログラム等の支援プ

ログラム等の受講者

数 

２人 
ペアレント・トレーニングやペアレントプログラ
ム等の支援プログラム等の受講者数 

【目標値④】 

 令和５年度までの 

ペアレントメンター

の人数 

２人 ペアレントメンターの人数 

 

国の基本指針 

・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも 1ヵ所設置する。 

・難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保する。 

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築する。 

・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスを

各市町村に少なくとも 1ヵ所確保する。 

・医療的ケア児支援の協議の場（都道府県、圏域、市町村ごと）の設置及び医療的ケ

ア児等に関するコーディネーターを配置する。 
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(６) 相談支援体制の充実・強化など 

障がい者（児）への総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の充実・強化

を図るため、相談支援事業所との連携を強化します。 

 

 

 

■相談支援体制の充実・強化等 

項目 対応 考え方 

【目標値】 

令和５年度末時点の確保

の見込み 

実施 

（圏域） 

総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談

支援体制の強化を実施する体制の確保状況 

 

(７) 障がい福祉サービスなどの質の向上 

障がい福祉サービスなどの質の向上を図るため、障がい福祉サービス等事業所や相談支援事

業所との連携を強化します。 

 

 

 

■障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築 

項目 対応 考え方 

【目標値】 

令和５年度末時点の構築

見込み 

実施 
障害福祉サービスなどの質を向上させるための

取組に関する事項を実施する体制の構築状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の基本指針 

各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保します。 

国の基本指針 

各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制を構築しま

す。 



 

 

53 

 

２ 第６期障害福祉計画（第２期障害児福祉計画）活動指標など 

 (1) 障害福祉サービス事業などの概要 

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、実施している事業は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの種類 サービスの内容 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

①訪問系 
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、 

重度障害者等包括支援 

②日中活動系 
生活介護、療養介護、短期入所、 

自立訓練（機能訓練、生活訓練）、 

就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援(Ａ型、Ｂ型) 

③居住系 自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援 

④相談支援 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

障
が
い
児
支
援 

①障害児通所 

支援 

児童発達支援、放課後等デイサービス、 

保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、 

医療型児童発達支援 

②障害児相談 

支援 
障害児相談支援 

地
域
生
活
支
援
事
業 

①必須事業 

相談支援事業 

成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業 

意思疎通支援事業 

日常生活用具給付等事業 

手話奉仕員養成研修事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター事業 

②任意事業 

日中一時支援事業 

巡回支援専門員整備事業 

更生訓練費給付事業 

自動車運転免許取得・改造助成事業 

生活訓練等事業（料理教室、屋外活動） 

点字・声の広報等発行事業 

レクリエーション活動支援事業 

その他の事業 

寝具の乾燥丸洗い 

おむつ等購入費の助成 

福祉利用券（理美容券・入浴券） 

福祉タクシー券 

コミュニティバス(のるMyCar)無料乗車券 
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(2) 障害福祉サービスの見込量  

サービス供給量を見込むにあたっては、以下のとおり算定・算出します。 

  ・これまでのサービス利用者数や利用量の増減傾向を踏まえ、新たな利用者として、地域

移行者（長期入院精神障がい者 12 人、入所施設３人）、特別支援学校高等部の卒業生

（卒業見込み者 13人のうち８人）及び在宅の障がい者を見込みます。 

  ・現在の平均的なサービス利用量の実績から、１人当たりの平均利用数（時間や日数）を

算出し、１月当たりの利用者数に乗じたものを、１月当たりの利用量（時間や日数）と

します。 

 

① 訪問系サービス 

居宅生活を支援する「訪問系サービス」には、「介護給付」として実施される「居宅介 

護」、「重度訪問介護」、「行動援護」、「同行援護」、「重度障害者等包括支援」のサービスが 

あります。 

 

ア 居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅において、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家事を行います。 

 

イ 重度訪問介護 

重度の身体障がい者（肢体不自由）、知的障がい者又は精神障がい者であって、常 

      に介護を必要とする方に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護及び外出時における移 

動中の支援などを総合的に行います。 

 

ウ 行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難がある障がい者の外出時に同 

行し、危険を回避するために必要な支援や移動中の介護を総合的に行います。 

 

エ 同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難がある障がい者の外出時において、当該障がい 

者に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護を行います。 

 

オ 重度障害者等包括支援 

       常時介護を要する障がい者であって、その介護の必要性がとても高い方に、居宅介 

      護など複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。 
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■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

居宅介護 

(ホームヘルプ) 

利用量（時間） 181  197  190  

利用者数（人） 19  19  23  

重度訪問介護 
利用量（時間） 0  0  0  

利用者数（人） 0  0  0  

行動援護 
利用量（時間） 5    7.5  4  

利用者数（人） 1  1  1  

同行援護 
利用量（時間） 57  39  11  

利用者数（人） 2  4  5  

重度障害者等

包括支援 

利用量(時間) 0  0  0  

利用者数（人） 0  0  0  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護 

(ホームヘルプ) 

利用量（時間） 201  216  231  

利用者数（人） 24  25  26  

重度訪問介護 
利用量（時間） 0  ０  0  

利用者数（人） 0  ０  0  

行動援護 
利用量（時間） ８  ８  ８  

利用者数（人） ２  ２  ２  

同行援護 
利用量（時間） 11  11  11  

利用者数（人） 5  5  ５  

重度障害者等

包括支援 

利用量(時間) 0  0  0  

利用者数（人） 0  0  0  

 

■訪問系サービスの見込量を確保するための方策 

・ サービス供給の基本となる民間事業者等と連携し、サービスの提供体制の確保に努

めます。また、富山県等が実施する研修に関する情報提供を積極的に行い、サービス

の質の向上に努めます。 
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② 日中活動系サービス 

日中の活動を支援する「日中活動系サービス」には、「介護給付」として実施される「生 

    活介護」「療養介護」「短期入所」と、「訓練等給付」として実施される「自立訓練（機能

訓練、生活訓練）」「就労移行支援」「就労定着支援」「就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）」があ

ります。 

 

ア 生活介護 

常に介護を必要とする障がい者に対し、主として昼間に障害者支援施設などで、入 

浴、排せつ又は食事の介護などを行います。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

生活介護 

利用量（日数） 1,459  1,600  1,525  

利用者数（人） 82  86  87  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 

利用量（日数） 1,672  1,691 1,710  

利用者数（人） 88  89  90  

 

イ 自立訓練(機能訓練) 

  身体障がい者が自立した日常生活又は社会生活ができるよう、身体的なリハビリテ 

 ーション、日常生活に係る訓練などを行います。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用量（日数） 0  20  19  

利用者数（人） 0  1  1  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用量（日数） 19  19  19  

利用者数（人） 1  1  1  
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ウ 自立訓練(生活訓練) 

       知的障がい者・精神障がい者が自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定 

      期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用量（日数） 41  0  0  

利用者数（人） 2  0  0  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用量（日数） 0   0  0  

利用者数（人） 0  0  0  

 

エ 就労移行支援 

       一般企業などでの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向 

      上のために必要な訓練を行います。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労移行支援 

利用量（日数） 52  34  56  

利用者数（人） 4  3  ４  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労移行支援 

利用量（日数） 56  56  56  

利用者数（人） ４  4   4  

 

オ 就労定着支援  

      就労移行支援などのサービスの利用を経て一般企業などに就労した方について、就

労の継続を図るため、就労に伴う生活面の課題に対し、指導・助言等を行います。  

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労定着支援 利用者数（人） 0  1  １  
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■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労定着支援 利用者数（人） 2  ４  ６  

 

カ 就労継続支援(Ａ型) 

       一般企業などでの就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向 

      上のために必要な訓練を行います。（雇用契約あり） 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労継続支援 

（Ａ型） 

利用量（日数） 603  810  888  

利用者数（人） 31  40  49  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援 

（Ａ型） 

利用量（日数） 1,040  1,100  1,160  

利用者数（人） 52  55  58  

 

キ 就労継続支援(Ｂ型) 

       就労に必要な知識及び能力の向上・維持が期待される方で、年齢や体力面で雇用される 

      ことが困難な方に、就労や生産活動の機会を提供します。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

利用量（日数） 1,283  1,376  1,429  

利用者数（人） 74  81  91  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

利用量（日数） 1,674  1,710  1,764  

利用者数（人） 93  95  98  
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ク 療養介護 

       医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介 

      護及び日常生活の世話を行います。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

療養介護 利用者数（人） 16  16  16  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

療養介護 利用者数（人） 17  17  17  

 

ケ 短期入所 

  居宅で障がい者(児)を介護している方が、病気等の理由で支援できない場合、昼間、 

夜間も含め施設などで、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

短
期
入
所 

福祉型 

利用量（日数） 64  50  38  

利用者数（人） 7  5  ５  

医療型 

利用量（日数） 16  9  8  

利用者数（人） ２  1  2  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

短
期
入
所 

福祉型 

利用量（日数） 40  48  56  

利用者数（人）   ５   ６   7  

医療型 

利用量（日数） 8  8  8  

利用者数（人） 2  2  2  

 

■日中活動系サービスの見込量を確保するための方策 

・ 障がい者が、障がいの程度や状況に応じて、希望する日中活動を送ることができる

よう、関連サービスとの円滑な連携を図り、利用を決定・支援します。 

・ 利用者ニーズ及びサービス提供事業者の動向を注視し、市内外のサービス提供事業

所や関係機関と連携し、安定的なサービス提供体制が確保されるよう努めます。 
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③ 居住系サービス 

住まいの場となる「居住系サービス」には、地域生活を支援する「自立生活援助」、訓

練等給付として実施される「共同生活援助（グループホーム）」、介護給付として実施される「施

設入所支援」があります。 

 

ア 自立生活援助  

       障害者支援施設やグループホームなどを退所された方が一人暮らしをする居宅 

      を定期的に訪問し、必要な助言や医療機関などとの連絡調整を行います。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自立生活援助 利用者数（人） 0  0  0  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 利用者数(人) ０  １  １  

 

イ 共同生活援助(グループホーム) 

       地域で共同生活を営む住居において、相談その他の日常生活上の援助を行います。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

共同生活援助 利用者数（人） 27  26  31  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

共同生活援助 利用者数（人） 32  33  34  

 

ウ 施設入所支援 

       施設において、主として夜間に、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

施設入所支援 利用者数（人） 47  48  51  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設入所支援 利用者数(人) 50  49  47  
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■居住系サービスの見込量を確保するための方策 

・ グループホームは市内外の事業所と連携を図り、必要な戸数の確保に努めます。 

・ 自立生活援助は、市内外事業所と連携してニーズの把握に努めます。 

 

④ 相談支援サービス 

「相談支援サービス」には、障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障がい者の 

状況を勘案し、サービス利用計画の作成や利用に関する相談・連絡調整を行う「計画相

談支援」、入所・入院している障がい者に地域生活の準備のための相談や必要な情報の提

供などを行う「地域移行支援」、単身で地域生活を送っている障がい者に対し、24 時間

の相談支援体制を確保して、相談や緊急時の対応に応じる「地域定着支援」などがあり

ます。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

計画相談支援 利用者数(人) 42  46  48  

地域移行支援 利用者数(人) 0  0  0  

地域定着支援 利用者数(人) 0  0  0  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 利用者数(人) 49  50  51  

地域移行支援 利用者数(人) 0  1  1  

地域定着支援 利用者数(人) 0  1  1  

※計画相談支援は、一人当たり年２回のサービス利用と仮定し、月単位で算出しています。 
 

 

■相談支援サービスの見込量を確保するための方策 

・ 相談支援の提供体制の整備のために、事業者への支援や情報提供を行うなどにより

多様な事業者の参入の促進を図るとともに、事業所と連携して質の向上に努めます。 

・ 地域移行※にあたっては、地域移行支援、地域定着支援が大きな役割を果たします。

関係機関と連携して、ニーズの把握と体制の整備に努めます。 
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 (3) 障がい児支援の見込量 

① 障害児通所支援サービス 

障害児通所支援には、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」 

「居宅訪問型児童発達支援」「医療型児童発達支援」の 5 つのサービスがあります。 

 

ア 児童発達支援 

      未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団

生活への適応訓練を行います。 

 

イ 放課後等デイサービス    

      就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休みなどの休業日において、生活能力の向

上のための訓練、社会との交流の促進などを行います。 

 

ウ 保育所等訪問支援 

      専門職員が保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行い 

ます。 

 

エ 居宅訪問型児童発達支援  

      外出することが著しく困難で、障害児通所支援を利用することができない障がい児の

居宅を訪問して発達支援を行います。 

 

オ 医療型児童発達支援 

      肢体不自由のある児童に、発達支援及び治療を行います。 
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■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

児童発達支援 

利用量（日数） 157  130  123  

利用者数（人） 17  15  20  

放課後等デイ

サービス 

利用量（日数） 388  329  400  

利用者数（人） 32  32  33  

保育所等訪問

支援 

利用量（日数） 2  2  4  

利用者数（人） 2  2  2  

居宅訪問型児

童発達支援 

利用量（日数） 0  0  0  

利用者数（人） 0  0  0  

医療型児童発

達支援 

利用量（日数） 0  0  0  

利用者数（人） 0  0  0  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 

利用量（日数） 168 176  184  

利用者数（人） 21  22  23  

放課後等デイ

サービス 

利用量（日数） 411  423  435  

利用者数（人） 34  35  36  

保育所等訪問

支援 

利用量（日数） ８  ８  10  

利用者数（人） ４  ４  ５  

居宅訪問型児

童発達支援 

利用量（日数） 0  0  4  

利用者数（人） 0  0  1  

医療型児童発

達支援 

利用量（日数） 0  0  1０  

利用者数（人） 0  0  1  

 
■障害児通所支援サービスの見込量を確保するための方策 

・ 滑川・中新川圏域において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育の関係機関が連携 

を図り、障がい児支援の体制整備を推進し、安定的なサービス提供に努めます。 

・ 居宅訪問型児童発達支援は、平成 30 年度からの新しいサービスであり、市内外事業 

所と連携してニーズの把握とサービス提供事業所の確保を図ります。 
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② 障害児相談支援サービス 

障がい児が、障害児通所支援サービスを利用するため、障がい児やその保護者のサービ 

ス利用についての意向や心身の状況などに基づいた障害児支援利用計画の作成と見直しな 

どを行います。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

障害児相談支援 利用者数(人) ９  ９   10  

 

■計画目標量（１月当たりのサービス見込量） 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害児相談支援 利用者数(人) 11  11  11  

※計画相談支援は、一人当たり年２回のサービス利用と仮定し、月単位で算出しています。 
 

■障害児相談支援サービスの見込量を確保するための方策 

     ・ 相談支援の提供体制の整備のために、事業者への支援や情報提供を行うなどにより

多様な事業者の参入の促進を図ります。 

       また、保護者などへの積極的な情報発信に努めます。 
 

 

(４) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

県中部厚生センターが主催する精神保健福祉担当者会議において、関係者による協議の場

として地域の現状・課題を共有し、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を

目指します。 

   

項目 単位 考え方 

【目標値①】関係者によ

る協議の場の開催回数 
１回 

令和５年度の保健、医療及び福祉関係者による協

議の場の開催回数 

【目標値②】関係者によ

る協議の場の参加人数 
15 人 

令和５年度の保健、医療及び福祉関係者による協

議の場への関係者の参加者数 

【目標値③】目標設定及

び評価の実施回数 
１回 

令和５年度の保健、医療及び福祉関係者による協

議の場における目標設定及び評価の実施回数 
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(５) 相談支援体制の充実・強化のための取組 

障がい者（児）への総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の充実・強化

を図るため、相談支援事業所との連携を強化します。 

項目 単位 考え方 

【目標値①】総合的・専

門的な相談支援 
実施予定 

令和５年度の総合的・専門的な相談支援体制の有

無 

【目標値②】地域の相談

支援事業者に対する訪問

等による専門的な指導・

助言件数 

１件 
令和５年度の地域の相談支援事業者に対する訪

問等による専門的な指導・助言件数 

【目標値③】地域の相談

支援事業者の人材育成の

支援件数 

１件 
令和５年度の地域の相談支援事業者の人材育成

の支援件数 

【目標値④】地域の相談

機関との連携強化の取組

の実施回数 

12 回 
令和５年度の地域の相談機関との連携強化の取

組の実施回数 

 

 

(６) 障がい福祉サービスの質を向上させるための取組 

障がい福祉サービスなどの質の向上を図るため、障がい福祉サービス等事業所や相談支援事

業所との連携を強化します。 

項目 単位 考え方 

【目標値①】障害福祉サ

ービス等に係る各種研修

の活用 

実施予定 
令和５年度の障害福祉サービス等に係る各種研

修の活用 

【目標値②】障害者自立

支援審査支払等システム

による審査結果の共有 

実施予定 
令和５年度の障害者自立支援審査支払等システ

ムによる審査結果の共有 
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(７) 地域生活支援事業の見込量 

 地域生活支援事業とは、障がい者が、その有する能力や適性に応じて、自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを、

柔軟な事業形態によって効率的・効果的に実施する事業です。 

   

① 相談支援事業 

  障がい者（児）やその保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や、権利擁護※の

ために必要な支援などを行うほか、障害福祉サービスや障害児通所支援サービスを適切

に利用できるよう、障がい者（児）の状況を勘案し、利用に関する連絡調整を行います。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

障害者相談支

援事業 
実施箇所数 2  2  2  

地域自立支援

協議会 
実施箇所数 1  1  1  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害者相談支

援事業 
実施箇所数 2  2  2  

地域自立支援

協議会 
実施箇所数 1  1  1  

    相談支援事業は、「社会福祉法人新川会」及び「社会福祉法人むつみの里」の２か所に委託し 

ています。 

      

② 成年後見制度利用支援事業 

     所得の低い知的障がい者や精神障がい者を対象として、成年後見制度の申し立てに要す 

る費用及び後見人などの報酬の一部を助成します。 
 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

成年後見制度

利用支援事業 
実利用者数 
（人／年）  

0  ０  ０  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度

利用支援事業 
実利用者数 
（人／年） 

１  １  １  
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③ 意思疎通支援事業 

聴覚その他の障がいのために意思疎通に支障がある障がい者に、障がい者とその他の者 

の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣などを行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

手話通訳者派遣 
実利用者数 
（人／年） 

19  16  15  

要約筆記者派遣 
実利用者数 
（人／年） 

1  0  0  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳者派遣 
実利用者数 
（人／年） 

17  17    17  

要約筆記者派遣 
実利用者数 
（人／年） 

0  1  1  

    社会福祉法人富山県聴覚障害者協会に委託して実施しています。 

 

④ 日常生活用具給付等事業 

   自立生活支援用具などの給付又は貸与により、日常生活の便宜を図ります。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

介護･訓練支援用具 利用件数 0  2  2  

自立生活支援用具 利用件数 2  6  6  

在宅療養等支援用具 利用件数 6  4  2  

情報･意思疎通支援用具 利用件数 4  1  9  

排泄管理支援用具 利用件数 106  112  115  

住宅改修費 利用件数 0  2  2  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護･訓練支援用具 利用件数 4  4  4  

自立生活支援用具 利用件数 6  6  6  

在宅療養等支援用具 利用件数 3  3  3  

情報･意思疎通支援用具 利用件数 5  5  5  

排泄管理支援用具 利用件数 115  115  115  

住宅改修費 利用件数 3  3  3  
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⑤ 手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい者などとの交流活動の促進などの支援者として期待される、日常会話程度の 

    手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

手話奉仕員養成研修 
養成者数 
（人／年） 

8  18  6  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員養成研修 
養成者数 
（人／年） 

8  10  12  

     社会福祉法人滑川市社会福祉協議会に委託して実施しています。 

 

   ⑥ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な方について、円滑に外出ができるよう、移動を支援します。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

移動支援事業 
実利用者数 
(人／年) 

1  1  1  

     
■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

移動支援事業 
実利用者数 

(人／年) 
2  2  2  

 

⑦ 地域活動支援センター 

障がい者が、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを行う 

     通所型施設として、地域生活を支援します。 
 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

地域活動支援センター 実施箇所数 1  1  1  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域活動支援センター 実施箇所数 1  1  1  

 「社会福祉法人むつみの里 地域生活支援センター自然房」に地域活動支援センターⅠ型事

業を委託して実施しています。 
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⑧ 日中一時支援事業 

障がい者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び家族の一時的な休息の 

ための支援を行います。 

 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

日中一時支援事業 
実利用者数 
（人／年） 

 17   22   12  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日中一時支援事業 
実利用者数 
（人／年） 

13  15  17  

 

⑨ 巡回支援専門員整備事業 

     発達障がいなどに関する知識を有する専門員が保育所などを巡回し、施設職員などに対 

して、障がいの早期発見・早期対応のための支援を実施します。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

巡回支援専門員 
実施箇所数 
(箇所／年) 

15  15  15 

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

巡回支援専門員 
実施箇所数 
(箇所／年) 

15  15  15 

市内全ての保育園（所）、認定こども園、幼稚園を巡回しています。 
 
 

⑩ 更生訓練費給付事業 

     就労移行支援サービス又は自立訓練サービスを利用している障がい者に対し、訓練に必 

要な用品の購入費用や事業所までの交通費を助成します。 

■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

更生訓練費支給 
実対象者数 

(人／年) 
3   3  3  

 

■計画目標量 

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

更生訓練費支給 
実対象者数 

(人／年) 
3  3  3  
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⑪ 自動車運転免許取得・改造助成事業 

     自動車運転免許取得及び改造に要する経費を一部助成し、生活範囲拡大を支援します。 

  ■実績（令和２年度は見込み） 

区    分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

自動車運転免許取
得・改造助成事業 

利用者数 
(人／年) 

2  2  5  

 

  ■計画目標量  

区    分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自動車運転免許取
得・改造助成事業 

利用者数 
(人／年) 

5  5  5  

 

⑫ その他の事業 

    サービス見込量は設定しませんが、次の事業も本市の福祉事業として実施しています。 

 

ア 寝具の乾燥丸洗い 

     重度の身体障がい者（１、２級）で寝たきり、又はこれと同等な状態の方を対象に、 

心地よい寝具で休んでいただくために、年３回寝具の乾燥丸洗いを行っています。 

 

 ■寝具の乾燥丸洗い実施状況                      （人） 
 

 

 

 

イ おむつ等購入費の助成 

重度の身体障がい者で常時おむつなどが必要な方の介護者に、おむつなどの購入に 

係る経費の助成を行っています。 

 

 ■おむつの助成実績                          （人） 

 

 

 

    

 

 

 

区   分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

利用者数(延) 7 6 12 11 14 

区   分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

対象者数(延) 38 25 22 29 32 
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ウ 福祉利用券 

在宅の身体障がい者（身体障害者手帳１～４級）、知的障がい者（療育手帳所持者）、 

精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳１～３級）に、健康保持、社会参加の一助と 

して年 12 枚の福祉券（入浴券・理美容券）を交付しています。 

  

■福祉利用券の利用状況                        （枚） 
 

 

 

 

 

 

エ 福祉タクシー券 

     在宅で、下肢・体幹機能障がい及び視覚障がいの１～３級の方、聴覚障がい及び内 

部障がいの１～２級の方、療育手帳のＡの方並びに精神障害者保健福祉手帳の１級の 

方に、生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図るため、タクシー料金の助成券を 

交付しています。 

 

■福祉タクシー券の利用状況                      （枚） 
 

 

 

 

オ のるＭｙＣａｒ無料乗車券 

     在宅で下肢・体幹機能障がい及び視覚障がいの４～６級の方、療育手帳のＢの方並び 

に精神障害者保健福祉手帳の２～３級の方に、生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進 

を図るため、年 24枚の無料乗車券を交付しています。 

 

■のるＭｙＣａｒ無料乗車券給付事業の利用状況             （枚） 

 

 

 

 

区   分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用枚数(延) 6,101 5,848 5,754 5,349 5,291 

区   分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用枚数(延) 1,603 1,560 1,560 1,547 1,403 

区   分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

利用枚数(延) 2,467 2,275 2,620 2,609 2,179 
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(８) 補装具の交付・修理 

   身体の機能の失われた部分や、思うように動かすことができないような障がいのある部分   

  を補って、日常生活や職業活動を容易にするために、義足、車いす、補聴器、ストマの補装 

  具の交付・修理に係る費用の９割を公費で負担しています。 

   ただし、介護保険制度における福祉用具の貸与種目と重複する種目（車いす、歩行器など） 

  については、原則として介護保険制度の利用が優先します。 

   また、労働者災害保障法の適用を受けている方は、労働基準監督署で交付されます。 

   ■実績                                 （件） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

交

付 

車いす 6  3  2  3  2  

電動車いす 3  0  0  0  ０  

補聴器 16  14  9  9  17  

その他 12  7  4  15  15  

 計 37  24  15  27  34  

修

理 

車いす 4  3  7  5  6  

電動車いす 1  １  2  0  0  

補聴器 17  18  14  14  12  

その他 11  11  6  14  8  

 計 33  33  29  33  26  
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第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 

計画に掲げた様々な施策や事業の推進にあたっては、市民、障がい者団体、福祉関係機関、

サービス提供事業者、ＮＰＯ、企業、行政などが幅広く協働して推進していくことが必要とな

ります。そのため、行政をはじめ、それぞれの分野で必要な役割を果たし、社会全体でこの計

画の実現のために努めていくこととします。 

 

(1) 市民の役割 

障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくりあげていくという認識のも 

と、すべての人がお互いに人格と個性を尊重し合いながら暮らす共生社会を実現  

するためには、市民の誰もが障がいや障がい者のことを正しく理解することが不 

可欠です。さらには障がい者の自立や社会参加に対し、地域全体が支援し協力す 

るよう努めていくことが期待されます。 

 

(2) 障がいのある市民及び家族の役割 

   障がい者が、社会的に自立するには、積極的に社会参加をするとともに、主体

的な生活を送るための自己選択・自己決定が必要です。また、家族にあっては、

本人の意向を尊重し、様々な制度やサービスを有効に利用することが大切です。  

 

(3) 事業者及びＮＰＯなど関係団体の役割 

   障害福祉サービス事業者やＮＰＯなど関係団体は、社会的使命の重要性を十分 

認識し、障がい者の自立支援の視点に立ったサービスの質的な向上や事業運営の 

情報公開など公正な運営が求められます。 

 

(4) 行政の役割 

   行政は市民や事業主などに対して、障がいについての正しい理解の促進に努め 

るとともに、関係機関などと連携のもと、必要な施策を着実に推進していきます。    

また、実態やニーズの把握に努め、必要に応じて事業の見直しを図りながら、 

各種の事業を実施していきます。 
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２ 計画の進捗管理 

  この計画に定める事項を円滑に推進するためには、計画の達成状況の把握と達成状 

況に基づく改善と新たな目標設定の循環による進捗管理を行うことが必要です。 

 そのため、各事業の進捗状況や成果目標などの達成状況など、ＰＤＣＡサイクルの 

プロセスに基づき、年１回、基本目標における取り組みごとの具体的な事務・事業の 

実績を把握し、庁内関係所管による評価・検証を行うほか、滑川・中新川障害者地域 

自立支援協議会に対しても情報提供し、進捗状況についての意見をいただきます。 

 

３ 計画の柔軟な運用 

  障がい者のニーズや生活環境の多様化など社会情勢の変化や、国や県の障がい者施 

策の動向など、状況の変化に即して必要に応じた計画の見直しを行うなど、柔軟な運 

用を行うよう努めます。 
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１ 用語説明 

 

あ 

 

 医療的ケア 

経管栄養、たんの吸引、酸素吸入など、医師の指導の下に、在宅において、家族な 

どが日常的に行っている医療的な援助行為のことをいいます。学校や福祉施設におい

ても、研修を受けた教員や介護者が、一定の条件下で一部の医療的ケアを行うことが

認められています。 

 

インクルーシブ教育システム 

障害者の権利に関する条約第 24 条に規定されているもので、人間の多様性の尊重 

等の強化、障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自

由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的のもとに、障がいのある者と

障がいのない者が共に学ぶ仕組みのことをいいます。 

この実現のため、障がいのある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生

活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配

慮」が提供されること、などを確保することが必要とされています。 
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か 

 

共生型サービス 

障がい者が 65 歳以上になっても、使い慣れた障害福祉サービス事業所におけるサ

ービスを利用しやすくすることなどを目的に、居宅介護、生活介護、短期入所につい

て、高齢者や障がい者が共に利用できるサービスです。 

 

ケアマネジメント 

生活ニーズに基づいたケア計画にそって、さまざまなサービスを一体的・総合的に 

提供する支援方法のことをいいます。利用者の意向を尊重し、地域生活を支援するこ 

とに重点をおいています。 

  

ゲートキーパー 

家族・近隣住民・教師・医師など、身近な方が悩んでいる人に気づき、声を掛け、 

話しを聞き、必要な支援につなげ見守る人のことで、自殺予防における「命の門番」 

を意味します。 

 

権利擁護  

自分の権利を表明することが困難な障がい者や寝たきりの高齢者、認知症の高齢者 

などの権利や要求の表明を支援し、代弁する取り組み・制度のことをいいます。 

 

高次脳機能障がい 

交通事故や病気などによる脳への損傷に基づく後遺症により、「記憶力」、「注意 

力」、「遂行機能（段取りよく物事を行うこと）」などの認知機能が正常に働かなくなり、

日常生活や社会生活に支障をきたす状態をいいます。 

 

合理的配慮 

障がい者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過 

ぎない範囲で、社会的障壁※を取り除くために必要な便宜のことをいいます。 
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さ 

 

サピエ 

全国視覚障害者情報提供施設協会が運営する、視覚障がい者をはじめ、目で文字を 

読むことが困難な人に対して、暮らしに関わるさまざまな情報を点字や音声データに 

より提供するネットワークのことをいいます。 

 

自助・共助 

防災対策や災害時の対応における考え方で、「自助＝自らの命は自らが守る、また 

は備える」、「共助＝近隣が互いに助け合って地域を守る、又は備える」という考え方 

をいいます。 

   

社会的障壁 

日常生活や社会生活を営むうえで妨げとなる事物、社会的な制度や慣行、観念その 

他一切のことをいいます。交通機関の乗降口や建物の出入口の段差などの物理的な障 

壁や障がいを理由とした免許の取得制限などの制度的障壁、音声案内などの欠如によ 

る文化・情報面の障壁、心ない言葉や視線などの意識上の障壁などがあります。   

 

手話施策推進方針 

滑川市手話言語条例に基づき、滑川市における手話に関する施策を総合的かつ計画 

的に推進するための方針のことです。①ろう者その他の聴覚に障がいのある人への理 

解の促進に関すること、②手話への理解の促進及び手話の普及に関すること、③手話 

により情報を取得する機会の拡大に関すること、④手話通訳者等の確保や養成など、 

意思疎通を支援する人に関することの４点についての施策の方針を定めています。 

 

障害者虐待防止センター 

障害者虐待防止法に基づくもので、障がい者本人や養護者、周囲の人からの障がい 

者虐待に関する疑問や悩みなどの相談を受け付けるほか、障がい者虐待を発見した人 

からの通報や、虐待を受けている障がい者本人からの届出を電話や窓口で受け付け、 

関係機関と連携して必要な支援を行います。 
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障害者週間 

国民の間に広く障がい者福祉についての関心と理解を深め、障がい者があらゆる分

野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、設定されています。 

 

障害者就業・生活支援センター 

障害者雇用促進法に基づいて設置されているもので、障がい者の経済的自立を図る 

ために、地域の関係機関と連携しながら、就職に向けた準備や職場に適応・定着する 

ための支援、日常生活に関する助言などを行う施設です。 

 

情報アクセシビリティ 

   高齢者、障がい者をはじめ、すべての人が容易にパソコンや Web ページなどの情

報資源を不自由なく利用できることです。 

 

 成年後見制度 

知的障がいや認知症などの理由により判断能力が不十分で自分自身の権利を守れな

い人を法的に保護し、支援するための制度で、家庭裁判所により選任された後見人等

が、本人の意思を尊重し、法律行為の同意や代行などを行います。  

 

た 

 

地域移行 

障害者支援施設や精神科病院に入院している障がい者が、自ら選んだ住まいで安心し

て、自分らしい暮らしを地域において実現することをいい、障がい者本人の意思や希望、

選択が尊重される支援の仕組みや選択肢の整備が求められています。 

 

地域障害者職業センター 

障がい者に対して、ハローワークと連携し、就職に向けての相談や就職前の支援か

ら就職後の職場適応のための援助など、継続的な就労支援を行うほか、事業主に対し

ては、障がい者の雇用管理に関する専門的な助言などの支援を行っています。 
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な 

    

難病 

パーキンソン病など、原因が不明で治療法が確立しておらず、後遺症を残すおそれ 

の多い疾病のことをいいます。経過が慢性にわたり、単に経済的な問題だけでなく、 

介護（支援）などに著しく人手を要するため、家族など支援者の負担も重く、精神的 

にも負担が大きいとされています。 

 

日常生活自立支援事業 

判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送られるよう、利用者との契 

約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その人の権利を擁護する 

事業で、社会福祉協議会が実施しています。 

 

は 

 

ファミリー・サポート・センター（事業） 

子育てを地域で相互援助する事業で、育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員 

となり、ファミリー・サポート・センターが仲介して会員同士が支え合うものです。 

 

バリアフリー化 

障がい者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意 

味で、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いですが、社会的、制度的、心理的 

なすべての障壁の除去という意味でも用いられます。 

 

ピアサポート 

同じ障がいがあるなど、同じ立場にある当事者同士が、相談などを行う相互支援の 

取り組みのことで、同じ課題や環境を体験する者がその体験から来る感情を共有し、

専門職の支援では得がたい安心感や自己肯定感を得ることなどを目的としています。 
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福祉的就労 

一般企業等での就労が困難な障がいのある人に、障害福祉サービス事業所等におい 

て就労の場を提供し、その知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

福祉避難所 

災害時に高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児など、一般の避難所では生活が困難な

人のために配慮がなされた避難所のことで、福祉・介護施設や学校などを指定するほ

か、民間施設の場合は事前に協定を結びますが、指定に当たっては、要配慮者や同居

家族の生活圏やコミュニティとのつながりに配慮することが望ましいとされています。 

 

法定雇用率 

障害者雇用促進法において定められている、官公庁や事業所において、常用での雇 

用が義務づけられた障がい者雇用の割合をいいます。 

 

や 

 

ユニバーサルデザイン 

あらかじめ、特定の年齢・性別・国籍・心身状態や障がいの有無などに関わらず、 

すべての人が利用しやすいように製品や建物、情報などをデザイン・設計することを 

いいます。 

 

ら 

 

ライフステージ 

人の一生における、さまざまな段階のことをいいます。乳幼時期・学童期・青年期・ 

青年期・老年期など年齢による区分や、結婚期・出産期・育児期・教育期等など、生 

活環境の節目によっても分けられます。  
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 リハビリテーション 

障がい者の身体的、精神的、社会的な自立能力向上を目指し、単なる機能回復では 

なく、「自分らしく生きる」ために行われるすべての活動をいいます。 

 

療育 

障がいのある、又はその可能性のある子どもの発達を促し、社会において自立して 

生活できるように援助するほか、それらの子どもの育児や発達の基盤となる家庭生活 

への支援に関する取り組みのことをいいます。 
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２ 市民アンケート 調査票 
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３ 滑川市障害者福祉計画等策定委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指し、本市における障害者の自

立及び社会参加の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、障害者基本法

（昭和45年法律第84号）に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に基づく障害福祉計画（以下「計画」

という。）を策定するため、滑川市障害者福祉計画等策定委員会（以下「委員会」という

。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、計画の策定に関し必要な事項について調

査、審議し、計画を策定する。 

（組織等） 

第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。 

２ 前項の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

 (1) 障害福祉施策に関する学識を有する者 

(2) 社会福祉団体を代表する者 

(3) 保健・医療機関を代表する者 

(4) 関係機関を代表する者 

(5) 市民を代表する者 

(6) 市の職員 

３ 委員の任期は、令和５年３月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（運営） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の中から互選し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 
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（招集） 

第５条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことが

できる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、産業民生部福祉介護課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会

に諮って定める。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成29年８月20日から施行する。 
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４ 滑川市障害者福祉計画等策定委員会委員名簿 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 氏名 所属 備考 

学識を有する者 金谷 潤子 富山医療福祉専門学校 副会長 

社会福祉団体 

加田 洋一 滑川市社会福祉協議会  

砂子 良治 滑川市民生委員児童委員協議会  

池田 修治 滑川市身体障害者協会  

蜷川 一美 滑川市ろうあ福祉協会  

福井  元 滑川市手をつなぐ育成会  

島川  進 あすなろ滑川地域家族会  

米谷 俊輔 新川会 地域生活相談室  

保健・医療機関 
伊井  祥 滑川市医師会 会長 

河村 瑞穂 富山県中部厚生センター  

関係機関 

上島陽一郎 滑川市小学校校長会  

木戸 良枝 滑川市保育士会  

村  裕子 滑川公共職業安定所  

市民の代表 中谷真理子   

市の職員 網谷 卓朗 滑川市産業民生部長  

（敬称略） 


